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第１章 計画の概要 

- 1 - 

 

１ 計画策定の背景 

わが国は、非常に速い速度で高齢化が進行し、人口構成においては、年少人口(14 歳以下)

及び生産年齢人口(15～64 歳)が減少する一方で、高齢者人口(65 歳以上)が急激に増加してい

ます。令和 5(2023)年 9月 1 日現在の総務省人口推計では、総人口 1億 2,445 万 4千人のうち、

高齢者人口は、3,619 万 8 千人であり、総人口に占める高齢者人口の割合(高齢化率)は、29.1％

となっています。 

本市においては、総人口は微減で推移し、なかでも年少人口や生産年齢人口は、減少傾向に

あります。しかし、その一方で、令和 5(2023)年 9 月末現在における高齢者人口は 10 万 1,892

人で、高齢化率は 29.3％となっており、全国と比較しても高齢化率は高く、75 歳以上の後期

高齢者は、令和 5(2023)年 9 月末現在 6万 916 人で、高齢者人口に占める割合は 59.8％となっ

ています。本市の将来推計によると、今後も高齢化率は上昇し、特に 75 歳以上の後期高齢者

数はさらに増加が見込まれ、それらのニーズに対応するため、高齢者の介護を支える人的基盤

の確保などが課題となっています。 

令和 3(2021)年度から令和 5(2023)年度を計画期間とする「高槻市高齢者福祉計画・介護保

険事業計画」(以下、「前計画」という。)においては、後期高齢者が増加し、介護・医療ニー

ズや、生活支援ニーズなどが増加・多様化することが予測されるなか、新型コロナウイルス感

染症による新たな生活課題なども踏まえ、令和 7(2025)年に向けた地域包括ケアシステムをさ

らに推進し、高齢者を含むすべての世代がお互いを支えあい、心が通い合う、やすらぎの社会

の実現を目指して取り組んできました。 

令和 5(2023)年 6 月には、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法（以下、「認知症

基本法」という。）が公布されました。この法律では、認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望

を持って暮らすことができるよう、認知症の人の家族等の意見を聞きながら、認知症の人とと

もに生きる共生社会の実現に向けた体系的な施策の立案と実践等が示されています。 

また、国から示された基本指針では、令和 7(2025)年及び令和 22(2040)年の中長期を見据え

たサービス基盤の計画的な整備、地域包括ケアシステムの深化・推進、介護人材の確保及び介

護現場の生産性向上の推進等についての取組が求められています。 

本市では、前計画の実績や課題、高齢者を取り巻く現状、国の指針を踏まえ、令和 7(2025)

年に向けて、さらにはその先の令和22(2040)年を見据えつつ、令和6(2024)年度から令和8（2026）

年度を計画期間とする「高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」（以下、「本計画」という。）

を策定します。 

 

第１章 計画の概要 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、老人福祉法第 20 条の 8の規定に基づく老人福祉計画及び介護保険法第 117 条第 1

項の規定に基づく介護保険事業計画を一体的に策定しています。 

前計画では、「地域共生社会の実現」という目標を掲げ、令和 7(2025)年に向けた取組を進め

るための施策を推進してきましたが、本計画ではそれを引き継ぎ、さらに発展させていくもの

として策定します。 

また、策定にあたっては、介護保険法第 116 条第 1項の規定に基づき国が定める基本指針等

（以下、「基本指針」という。）を踏まえ、「大阪府高齢者計画」、「大阪府医療計画」をはじめ、

「第 6次高槻市総合計画」「高槻市地域福祉計画・地域福祉活動計画」「高槻市障がい者基本計

画」「健康たかつき 21」など、関連する他の計画との整合・調和を図ります。 

 

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和 6(2024)年 4 月 1 日から令和 8(2026)年 3 月 31 日までの 3 年間とし、

前計画での目標や施策の展開を踏まえ、令和 7(2025)年に向けて、地域包括ケアシステムを深

化・推進するとともに、いわゆる団塊ジュニア世代が 65 歳となる令和 22(2040)年の中長期を

見据え、「高槻市地域包括ケア計画」として策定します。 

 

第6期
2015～2017

年度

第9期
2024～2026

年度

2015（平成27）年 2025（令和7）年 2040（令和22）年

団塊世代が65歳に 団塊世代が75歳に 団塊ジュニア世代が65歳に

2025年を見据えて段階的に取り組む

高槻市地域包括ケア計画

第7期
2018～2020

年度

第8期
2021～2023

年度

第10期
2027～2029

年度

2040年までを見据えて段階的に取り組む
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４ 計画策定体制 

本計画の策定にあたっては、基本指針に基づき、様々な意見等を反映させることとしていま

す。施策の展開や各サービスの利用量の適正な見込み、整備量を設定するために、要介護者等

の実態や住民ニーズ等を正確に把握することが重要であり、以下のように計画策定体制を整え

ています。 

 

（１）計画の策定機関 

①高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 

庁内関係部局との計画策定における連携体制として、副市長を委員長とする部長級職員に

よる「高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会」を設置し、計画の策定及び内

容の検討を行いました。 

 

②高槻市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会 

市民、学識経験者等から幅広く意見を求め、計画に反映させるため、市議会議員、学識経

験者、社会福祉関係者、公募による市民で構成する「高槻市社会福祉審議会高齢者福祉専門

分科会」において審議を行いました。 

本分科会は公開審議としており、開催日については、事前に広報たかつき、市ホームペー

ジに掲載し、本分科会終了後、会議録を市ホームページで公開しています。なお、資料につ

いては、市役所本館 1階の行政資料コーナー等で閲覧することができます。 

 

 

（２）アンケート調査の実施 

①在宅介護実態調査 

在宅の要支援・要介護認定者（以下、「要介護等認定者」という。）とその介護者を対象に、

必要とされる介護の内容や今後の支援・サービスの利用意向、介護者の介護と仕事の両立の

状況等を調査・分析するための「在宅介護実態調査」を実施しました。 

 

調査対象 調査方法 回収状況 調査期間 

令和 4（2022）年 9月～11 月

に要介護等認定の更新申

請・区分変更申請を行った方 

1,411 名 

郵便による 

配付・回収 

有効回答 824 件 

（有効回答率 58.4％） 
令和5（2023）年2月 
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②介護保険・高齢者福祉に関するアンケート調査 

国が示した「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の調査項目を取り入れ、市民の高齢者

福祉サービスや介護サービス等に対する利用状況、利用意向等を把握し、本計画策定の基礎

資料とするための「介護保険・高齢者福祉に関するアンケート調査」を実施しました。 

 

調査対象 調査方法 回収状況 調査期間 

「要介護等認定を受けてい

ない」又は「要支援認定を受

けている」65 歳以上の方

2,000 名 

郵便による 

配付・回収 

有効回答 1,093 件 

（有効回答率 54.7％） 
令和5（2023）年5月 

 

 

（３）パブリックコメントの実施 

本計画の素案について広く市民の意見を聴き、本計画に反映していくために、令和5（2023）

年 12 月 6日から令和 6(2024)年 1月 5 日までパブリックコメントを実施しました。 

 

 

（４）介護保険事業者へのヒアリング等の実施 

本計画の高齢者施策に反映することを目的に、市内に 12 か所設置している地域包括支援

センターや高槻市介護保険事業者協議会へのヒアリング並びに施設・居住系サービス事業者

へのアンケート調査等を行いました。 
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５ 計画の進行管理と検証体制 

（１）高槻市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会による検証 

本計画に関する計画進捗状況の管理や取組に関する成果の確認については、本分科会にお

いて、計画の基本理念及び目標に沿って実施されているかを、定期的に点検・評価します。 

 

（２）関係部署との連携 

本計画の推進にあたっては、関係する様々な部署及び関係機関との緊密な情報交換と連携

に努め、効果的・効率的な計画の推進を図ります。 

 

（３）財源の確保と利用者負担の適正化 

本計画の各種施策の実施にあたっては、事業運営の効率化、経費の削減に努め、無駄のな

い効果的な取組を進めます。また、財政の健全性の確保と持続的な施策運営を目指し、補助

対象事業の拡大や制度変更に伴う財政措置等について、必要に応じて、国・大阪府に要請し

ていきます。 

サービスの提供にあたっては、介護保険制度の持続可能性を確保するため、サービスの利

用のあり方と適切なサービス提供に十分配慮し、負担能力に応じた負担の観点から、適正な

金額での利用者負担の設定に取り組みます。 

 

（４）計画の推進にあたって踏まえる視点 

持続可能な開発目標（SDGs）は、「誰ひとり取り残さない」社会の実現を目指すための令

和 12(2030)年を期限とする国際目標であり、17のゴール・169 のターゲットを設定していま

す。わが国においては、持続可能な社会づくりに向け、経済・社会・環境をめぐる広範囲な

課題に対する総合的な取組が進められており、本市においても、SDGsの目標を踏まえ、施策

を推進していくことが求められています。17 のゴールのうち、「1 貧困をなくそう」「3 すべ

ての人に健康と福祉を」「11 住み続けられるまちづくりを」などが本計画に関連が深いもの

であり、本計画の推進がSDGsの目標にも資するといえます。 

また、本市の 20 年後、30 年後の輝く未来に向けた「高槻市みらいのための経営革新宣言

～フューチャープログラムの実行～」（平成 28(2016)年 1 月）、今後の市の役割や取組の方向

性を明確にすることを目的に策定された「『高槻市みらいのための経営革新』に向けた改革

方針」等、本市の施策の方向性や、国・大阪府の動向等を踏まえ、適宜、高齢者に対するサ

ービスや所管する公共施設のあり方について検討します。 
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１ 自立支援、介護予防・重度化防止の推進 

［介護予防・日常生活支援総合事業の推進］ 

一般介護予防事業においては、関係機関との連携を通じて、早期に介護予防に取り組む必要

がある高齢者の把握に努め、「高槻ますます元気体操」「高槻もてもて筋力アップ体操」の普及

促進及び体操を定期的かつ継続的に実施するグループや拠点を増やす取組を基本とした各種介

護予防事業を展開しました。特に 65 歳から 74 歳までの前期高齢者や男性等、介護予防に新た

に取り組む高齢者を増やすために、関係機関及び民間事業者との連携や様々な広告媒体を活用

して「高槻もてもて筋力アップ体操」の周知に努め、新型コロナウイルス感染症による新たな

生活課題なども踏まえ、ICTを活用した介護予防の取組を積極的に推進しました。また、体操

を通じて、介護予防の効果と楽しさを普及啓発するボランティア「介護予防マイスター」を養

成し、介護予防活動に参加する機会の拡大を図るとともに、住民主体の通いの場にリハビリ専

門職等が関わるなど、自立支援に資する取組を総合的に支援しました。 

介護予防・生活支援サービス事業においては、地域包括支援センターや介護サービス事業者

等に介護保険制度の趣旨を継続して周知し、円滑に事業を実施しました。また、生活支援コー

ディネーターと連携して、緩和した基準による訪問型・通所型サービスの担い手を養成しまし

た。 

引き続き、健康寿命を延伸し、高齢期をその人らしく活動的に過ごすために、社会参加と介

護予防に資する活動を一体的に推進する取組を充実させる必要があります。 

 

［高齢者の健康づくりと生活習慣病対策の推進］ 

各種パンフレット等の啓発媒体や出前講座、健康相談会、「市民の健康・食育フェア」等の

機会を活用した健康に関する正しい知識の普及・啓発及び特定健診・特定保健指導、各種がん

検診（自己負担無料）等の受診勧奨等により、市民が健康意識を向上し、主体的に健康づくり

に取り組むよう働きかけを行いました。また、介護予防教室等でフレイル予防との両輪で生活

習慣病予防について、健康教育を行いました。 

引き続き、市民の主体的な健康づくりを支援し、生活習慣病予防と介護予防を進めていくた

めの連携が必要となります。 

 

［高齢者の生きがい活動と社会参加への支援］ 

団体・グループへの活動支援として、シルバー人材センターの運営支援や老人クラブへの活

動支援を行いました。また、すこやかテラス（老人福祉センター）の運営を通じて、感染対策

を施した幅広い活動に使用できる介護予防スタジオ「スタジオ100」やWi-Fi環境を有効活用し、

高齢者ICT推進事業や介護予防の取組を行うことで、高齢者の生きがい活動と社会参加を支援

しました。 

 

第２章 前計画の主な取組状況と課題 
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今後も、自立支援の理念を踏まえて、より一層、介護予防と生きがいづくり・社会参加への

支援を一体的に実施する取組の充実を図るとともに、介護現場での人材確保とも連携した取り

組など、高齢者がいきいきとした生活を送るための環境整備が必要となります。 

 

［地域包括支援センターの機能強化］ 

地域で暮らす高齢者の心身の健康及び生活の安定を支援する地域包括支援センターの機能強

化として、「高槻市介護保険法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例」に基づき、

専門職を配置するとともに各圏域においての課題に適切に対応できるよう体制強化に努めまし

た。 

また大阪府などが行う研修等への参加勧奨や、地域包括支援センターに配置されている専門

職が行う部会に参加する等、ケアの質の向上や連携強化に努めました。 

今後、地域包括ケアシステムの推進及び地域共生社会の実現、重層的支援体制整備等、地域

包括支援センターにおいて機能強化の必要性はより一層高まっており、高齢者人口の増加や、

複合化・複雑化した地域課題の解決に向け、地域包括支援センターの後方支援や機能強化に努

める必要があります。 

 

［地域ケア会議の充実とケアマネジメントの向上］ 

各地域包括支援センターで「圏域ケア会議」及び「個別ケース検討会議」を開催し、圏域内

の多職種多機関によるネットワークと地域包括ケアシステムの構築推進に取り組みました。 

「圏域ケア会議」では、地域における関係者間の情報共有や地域課題に対する取組の検討を

行いました。「個別ケース検討会議」では、多職種協働による個別ケースの検討を行い、課題

の背景にある要因を多職種の専門的知見から探り、自立支援に資するケアマネジメントを支援

しました。さらに、「圏域ケア会議」「個別ケース検討会議」で抽出された地域課題については、

市の附属機関である「地域包括ケア推進会議」において集約し、改善のための取組について検

討を行いました。こうした取組を通じて、商業施設での栄養相談やすこやかテラスでの市民公

開講座など、専門職が関与する地域資源の創出や協働の機会が増加しました。 

引き続き、自立支援の理念啓発、地域課題の解決や介護支援専門員（ケアマネジャー）によ

る自立支援に資するケアマネジメントの質の向上に向けた取組へと展開していくことが重要に

なります。 

 

  



第２章 前計画の主な取組状況と課題 

- 8 - 

２ 安心できる暮らしの支援 

高齢者が在宅生活において支援が必要な状態になっても、できる限り住み慣れた地域で自立

した生活が送れるよう、多様な生活支援サービスとして、緊急通報装置等の設置や配食サービ

ス事業の実施、救急医療情報キットの配付等を行うとともに、生活支援コーディネーターが地

域での支援活動の見える化に取り組みました。また、安心して暮らせるための施設等の整備と

して、軽費老人ホーム（ケアハウス）の運営に対し事務費の補助を行いました。 

また、地域での見守り体制として、民生委員児童委員によるひとり暮らし高齢者調査等や、

地区福祉委員会を中心とした高齢者地域支えあい事業等の声かけ訪問活動を展開しました。 

災害時における高齢者支援体制について、地域で災害時要援護者の支援に携わる関係機関に

対し要援護者情報の提供をすすめるとともに、令和 3(2021)年 5 月に施行された改正災害対策

基本法の内容等を踏まえた実効性ある支援体制の整備に向けて、モデル地区におけるコミュニ

ティ防災ワークショップや避難支援訓練等を実施したほか、支援対象者の要件を見直すなど、

地域における災害時の高齢者支援体制の充実に努めました。 

 

３ 認知症施策の推進 

認知症になっても地域で自分らしく住み続ける「共生」と「予防」を推進する、認知症施策

推進大綱に基づき、チームオレンジの推進に向けて、認知症地域支援推進員が中心となり、認

知症カフェや当事者の集まりの場を新たに立ち上げ、当事者の想いを聴き、実現に向けた活動

を行いました。また、認知症に関するより深い知識を持った認知症パートナーを養成するため

の講座を行い、チームオレンジの構築を行いました。 

民間企業などへの働きかけを行い、サポーター養成講座を行いました。9 月の世界アルツハ

イマー月間に合わせて、市報による認知症に関する啓発、ライトアップ、ケーブルテレビや庁

内の掲示による啓発を行いました。また、認知症予防の取組としては、介護予防教室や地域の

通いの場等において、認知症の正しい理解を促し、認知症予防の取組の一つとして、介護予防

の普及啓発を行いました。 

令和 5(2023)年に公布された「認知症基本法」の施行に向けた国の動向を注視していく必要

があります。 

 

４ 権利擁護の推進 

市ホームページによる高齢者虐待防止マニュアルの周知や、施設従事者に向けた研修等によ

る普及啓発を行いました。相談・通報があった虐待事例について、関係者による会議にて虐待

の有無や緊急性、支援方針について検討を行いました。 

また第 4次地域福祉計画に成年後見制度利用促進計画を盛り込み、市長申立や任意後見制度

の利用促進、市民後見人など担い手の確保・育成に取り組みました。 

今後は、国の第二期成年後見制度利用促進基本計画に基づき、地域連携ネットワークの機能

強化等、必要に応じて権利擁護支援が行われるよう体制整備に努める必要があります。 
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５ 医療と介護の連携推進 

［医療と介護の連携推進の充実］ 

他職種間の連携や在宅医療への理解の促進を図るため、訪問診療や訪問看護に他職種が同行

する同行訪問研修を実施しました。さらに多職種連携研修会を開催し、在宅医療の状況や他職

種間の連携、人生会議をテーマとした意思決定支援についてなど、多職種協働で学ぶ機会を設

けました。また、医療・介護関係者の連携を支援するコーディネーターを配置し、「在宅医療・

介護連携に関する相談窓口」の設置・運営を行いました。 

今後は、医療や介護のニーズが高い 75 歳以上の後期高齢者が増加するため、より一層医療

と介護の連携を深め、サービス提供・相談体制の充実に取り組む必要があります。 

 

［在宅医療の推進］ 

在宅医療の理解推進に向けて関係団体等との連携強化に努め、地域における在宅医療ニーズ

の把握や提供体制等について継続して検討を行いました。 

また、在宅療養に関係する医療・介護の専門職や制度に関する在宅療養の基礎的な内容を紹

介した｢たかつき在宅療養安心ガイドブック｣の配布、活用や人生会議をテーマとしたシンポジ

ウムを開催し、市民啓発を行いました。在宅医療や人生会議について、介護予防教室等に参加

する高齢者を中心に普及啓発を行いました。 

今後は、在宅医療の理解推進とともに、可能な限り人生の最期まで希望する場所で過ごすた

めの意思決定を在宅療養者が主体的に行えるように、必要な情報提供や市民啓発を充実する取

組が必要となります。 

 

［災害対策・感染症対策の取組強化］ 

介護サービス事業者に対する集団指導の機会や医療と介護の連携推進を目的とした連絡会等

で、研修会や情報共有を行い、災害や感染症等の有事の対応力の強化に努めました。 

また、地域の実情に応じて、地域ケア会議等の多職種が集まる機会を活用して、防災力を高

める取組を実施しました。 
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６ 高齢者の生活を支える人への支援 

［生活支援の基盤整備の推進］ 

高齢者の多様な生活支援ニーズに応じる地域の基盤を整備するため、生活支援コーディネー

ターを社会福祉協議会に配置し、地域の実情に応じた住民同士の助け合いの取組や社会参加意

欲のある住民を活動先につなげるマッチングの取組を推進しました。また、広く地域資源を把

握し、インフォーマルサービスとしての情報を一元管理するとともに、地域課題に対応する資

源や担い手の創出に向けた取組を行いました。 

「高槻市高齢者生活支援ネットワーク協議会」では、高齢者の立ち寄れる場を運営している

団体や生活支援サービス提供団体間で引き続き、課題解決に向けた取組の検討を行いました。

また、地域課題に対応する資源の充実や担い手の確保に向けて同協議会で作成した冊子「高齢

者のちょっとした困りごとお助けガイド」と「高齢者集いの場ガイド」の更新を行い、市民へ

の普及啓発をさらにすることにより、生活支援サービスの基盤整備を図りました。 

引き続き、市民と協働した生活支援の基盤整備を推進するために、地域の実情に応じた助け

合いの仕組みの充実を図るとともに、地域のニーズに応じたサービス提供団体の支援や、資源

情報の把握を円滑に行うことができる体制を整備していく必要があります。 

 

［要介護者と介護に取り組む家族等への支援］ 

高齢者の総合的な相談窓口として設置されている地域包括支援センターのパンフレットや介

護保険サービスガイド等の広報媒体や出前講座、介護予防教室等の機会を活用し、相談支援体

制の周知を行いました。また、地域の実情に応じて、介護者同士が交流できるサロン活動の支

援を行いました。 

 

［福祉・介護人材の確保及び定着支援］ 

介護サービス事業者と連携し、広報媒体や展示などの機会を活用して、介護の仕事の魅力発

信に取り組むとともに、介護人材の定着支援の一環として、介護保険事業者を対象とした研修

会を開催しました。 

また、次世代の担い手確保に向けて、高齢者を取り巻く現状や介護保険サービスを周知啓発

するため、小中学校での出前講座等や、福祉体験イベント「介護のみらい博」を開催しました。

広域的な取組については、大阪府と連携し、高齢者の社会参加や生きがいづくり、介護施設等

の人手不足軽減につなげる取組である「健康・生きがい就労トライアル事業」の実施や、北摂

地域介護人材確保連絡会を通じて、介護人材確保に関するショートムービーを作成するなど、

多様な福祉・介護人材の確保・定着支援に取り組みました。 
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７ 介護サービス等の充実・強化 

[施設整備] 

ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者等の今後の増加を踏まえた新たな介護サービス基盤整備

に取り組むため、日常生活圏域毎に整備事業者を選定し、整備を行いました。 

広域型施設の基盤整備については、増床分として、介護老人福祉施設 5床、特定施設入居者生

活介護 38床の整備に取り組みました。 

地域密着型サービスの基盤整備については、認知症対応型共同生活介護 5か所、地域密着型介

護老人福祉施設入居者生活介護 1か所、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 2か所の整

備に取り組みました。 

その他の基盤整備については、市立養護老人ホームにおいて行う事業を民間の社会福祉法人

が整備する施設において引き続き行うこととしたため、新たに民間事業者による整備を行いま

した。 

前計画に掲げた施設整備計画は各目標に対し、概ね達成しているものの、一部目標達成には

至りませんでした。次期に向けては、今後の高齢者ニーズや地域の特性、前計画の整備状況等

を勘案し、数値目標を改めて設定することとします。 

 

[福祉・介護サービスの充実強化] 

自立支援に資する適切なケアマネジメントの実施に向けた介護支援専門員（ケアマネジャー）

への研修、適切な要介護等認定の実施に向けた認定調査員や介護認定審査会委員に対する研修、

介護サービス事業者への指導・助言を行いました。 

高齢者やその家族がサービスを適切に選択し、安心して利用できるようにするため、高齢者

向けサービスや市内の介護保険施設や入居系事業所等を掲載した冊子等の作成・配布、出前講

座の実施等による相談窓口の周知を行いました。さらに、大阪府の第 5 期介護給付適正化計画

に基づき、「要介護等認定の適正化」「ケアプラン点検」等、介護給付適正化に係る様々な事業

を実施しました。 

また、新型コロナ感染による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の

復旧・改善を支援することを目的として、介護サービス事業所・施設等が感染機会を減らしつ

つ、必要な介護サービスを継続して提供するために、必要な経費について支援を行いました。 

今後も、介護保険制度の持続可能性を維持し、ひとり暮らし高齢者、認知症高齢者及び要介護

者を在宅において介護している家族等を支えていくためには、高齢者や家族等の意向を踏まえつ

つ、地域の課題や特性に応じて、必要な人が必要なサービスを受けられるよう、適切なサービス

利用に向けた取組が必要となります。 
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１ 人口構成及び高齢化の現状 

（１）人口の推移 

本市の人口は、令和 5(2023)年 9 月末現在 347,244 人で、近年は緩やかに減少しています。

人口構成をみると、年少人口、生産年齢人口、高齢者人口ともに減少しています。 

また、総人口に占める高齢者人口の割合は、年々上昇しており、令和5(2023)年度には29.3％

となっています。 

(単位：人) 

 
 

住民基本台帳（各年 9 月末現在） 

（平成 23(2011)年は住民基本台帳人口及び外国人登録人口） 

 

48,659 47,026 45,380 43,577 41,258 

225,540 213,719 207,394 204,898 204,094 
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【人口の推移】
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（２）高齢者人口と高齢化率 

高齢者人口は 10万人を超える水準で年々増加していましたが、令和 2(2020)年以降に減少

傾向へ転じています。高齢化率は令和 5(2023)年 9 月末現在で 29.3％と高止まりしています

が、特に 75 歳以上の後期高齢者数が増加し続けており、高齢者人口に占める後期高齢者割

合は 59.8％となっています。 

これは、全国 29.1％(総務省人口推計令和 5(2023)年 9 月 1 日現在)、大阪府 27.1％(令和

5(2023)年 9 月 1日現在)と比較しても高い水準です。 

(単位：人、％) 

 
住民基本台帳（各年 9 月末現在） 

（平成 23(2011)年は住民基本台帳人口及び外国人登録人口） 

 

 

【高齢者人口の内訳】 

（単位：人） 

  
平成 23 年 平成 26 年 平成 29 年 令和 2年 令和 5年 

（2011 年） （2014 年） （2017 年） （2020 年） （2023 年） 

高齢者人口 
83,570 94,739 100,766 102,658 101,892 

（65 歳以上） 

  65～74 歳 47,745 53,472 51,553 47,205 40,976 

  75 歳以上 35,825 41,267 49,213 55,453 60,916 

  
高齢者人口に占める

後期高齢者割合 
42.9% 43.6% 48.8% 54.0% 59.8% 

住民基本台帳（各年 9 月末現在） 

（平成 23(2011）年は住民基本台帳人口及び外国人登録人口） 
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（３）高齢者世帯の状況 

高齢者のいる世帯は一貫して増加しており、なかでもひとり暮らし世帯や夫婦のみの世帯

など、高齢者のみの世帯が特に増加しています。令和 2(2020)年現在で、高齢者のいる世帯

に対するひとり暮らし世帯の割合は30.0％、高齢者夫婦のみの世帯の割合は34.3％であり、

高齢者のいる世帯の 6割以上が高齢者のみの世帯となっています。 

 

 
国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 

（％） 
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２ 要介護等認定者の状況 

（１）要介護等認定者数 

要介護等認定者数は、年々増加し、令和 5(2023)年 9 月末現在 20,944 人となっています。

要介護度別の構成比をみると要支援 1・2 及び要介護 1 の占める割合が高く、令和 5(2023)

年 9 月末現在で約 6 割となっています。 

 

介護保険事業状況報告（各年度 9 月末現在） 
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（２）年齢別要介護等認定者数と認定率 

年齢別要介護等認定者数と認定率について、80歳以上になると要介護等認定者数が増加し、

認定率も高くなります。 

 

高槻市資料（令和 5(2023)年 9 月末現在）
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３ 日常生活圏域別の高齢者の現状 

日常生活圏域別に比較すると高齢化率は高槻南圏域、認定率は高槻東圏域が高くなってい

ます。 

 

 高槻北圏域 高槻東圏域 高槻南圏域 高槻西圏域 

人口 92,510 人 113,129 人 79,791 人 61,814 人 

65 歳以上人口 27,293 人 31,801 人 26,074 人 16,724 人 

高齢化率 29.5％ 28.1％ 32.7％ 27.1％ 

認定率 18.8％ 20.6％ 20.4％ 18.0％ 

住民基本台帳（令和 5(2023)年 9 月末現在） 

※認定率＝第 1 号被保険者の要支援認定者数・要介護認定者数／第 1 号被保険者数 

 

高齢者人口のうち、80 歳以上人口割合が 35％以上である地域と認定率が 20％以上の地域

とを調べたところ、下図のように高齢化は進展し、認定率の分布は、特に鉄道の駅周辺を中

心に広がっていることがわかりました。 

 

高齢者人口のうち 

80 歳以上割合が 35％以上の地域         認定率が 20％以上の地域 
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４ 将来推計 

（１）人口の推計 

本市の将来人口の推計では、令和 6(2024)年度から令和 8(2026)年度まで人口は緩やかに

減少し、令和 22(2040)年度までには大幅に減少することが予測されます。 

 

 

・令和 5(2023)年度は住民基本台帳（9 月末現在） 

・令和 6(2024）年度から令和 8（2026）年度「高槻市の将来人口」 

・令和 22(2040)年度は国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口(平成 30(2018)年推計）」 
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（２）高齢者人口の推計 

高齢者人口の推計では、令和 6(2024)年度から令和 8(2026)年度まで高齢化率は上昇し、

65 歳～74 歳までの前期高齢者数が減少し、75 歳以上の後期高齢者数が増加することが予測

されます。 

また、いわゆる団塊ジュニア世代がすべて 65 歳以上となる令和 22(2040)年度には、前期

高齢者数が増加し、高齢化率は 36.9％まで大幅に上昇する見込みです。 

 

 

・令和 5（2023）年度は住民基本台帳（9 月末現在） 

・令和 6（2024）年度から令和 8(2026)年度は「高槻市の将来人口」 

・令和 22(2040)年度は国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口(平成 30(2018)年推計）」 
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５ アンケート調査からみた現状 

（１）在宅介護実態調査（資料：「在宅介護実態調査」,令和 5（2023）年 2 月より抜粋） 

①本人の状況 

（ア）本人の状況 

824 人の回答者のうち前回調査と同様に女性の方が多く、年齢別にみると 75 歳以上の方が

9割となっています。現在抱えている傷病は筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）

が最も多く、続いて心疾患や眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障がいを伴うもの）、認知症が

多い結果となりました。 

【性別】 

 

【年齢】 

 

【世帯】 

 
 
 
 
 

 

41.1

35.7

58.9

64.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=824)

前回調査(n=931)

男性 女性 無回答

 

10.7

28.0

25.2

45.6

40.7

1.7

2.0

3.0

4.3

5.3 16.3

16.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=824)

前回調査(n=931)

64歳まで 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

 

32.9 4.4

29.4

30.1

37.1 30.6

32.7

2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=824)

前回調査(n=931)

単身世帯 夫婦のみ世帯 その他 無回答
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【要介護度】 

 
 

（イ）現在抱えている傷病[上位 10 項目]  

 
 

②介護をしている家族や親族の状況 

（ア）主な介護者の状況 

主な介護者の年齢割合は 70 歳以上が 42％と前回調査よりもやや増加しました。主な介護

者の勤務形態は働いていない割合が最も多く 49.4％ですが、前回調査よりフルタイムで働い

ている人がやや増加しました。また、家族や親族による介護の状況もほぼ毎日が前回調査よ

りも減少しています。主な介護の内容は、家事（掃除、洗濯、買い物等）や外出の付き添い、

送迎等・食事の準備（調理等）・金銭管理や生活面に必要な諸手続きでした。 

 

 

 

 

10.4

13.5

5.5

4.8 3.4

37.8

33.5 21.6

19.3 18.3

14.2 8.9

3.7 2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=805)

前回調査(n=931)

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

 

22.5

22.3

15.9

12.9

10.3

5.5

28.6

23.7

27.3

23.5

17.0

17.7

13.5

12.6

7.0

4.1

7.5

10.0

22.8

22.7

0 10 20 30 40

筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）

心疾患（心臓病）

眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）

認知症

糖尿病

変形性関節疾患

脳血管疾患（脳卒中）

呼吸器疾患

悪性新生物（がん）

膠原病（関節リウマチ含む）

(%)

今回調査(n=824)

前回調査(n=931)
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【続柄】 

 

【性別】 

 

【年齢】 

 
 

（イ）主な介護者の勤務形態 

 
 

 

4.8

2.0

1.4

1.6

4.4

51.5

36.4

6.2

1.8

0.5

2.6

1.1

44.9

40.9

0 10 20 30 40 50 60

子

配偶者

子の配偶者

兄弟・姉妹

孫

その他

無回答

(%)

今回調査(n=563)

前回調査(n=649)

 

33.2

33.9

61.3

64.3

5.5

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=563)

前回調査(n=649)

男性 女性 無回答

 

6.3

21.3

26.2

25.2

26.7

18.7 23.3

0.8

1.8
5.7

23.4 15.4

0.2

0.2

1.1

3.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=563)

前回調査(n=649)

40歳未満 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 わからない 無回答

 

16.3

18.9

16.5

16.5

58.1

49.4
0.4

3.2 5.9

14.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=545)

前回調査(n=649)

フルタイムで働いている パートタイムで働いている 働いていない 主な介護者に確認しないと、わからない 無回答
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（ウ）家族や親族による介護の状況 

【頻度】 

 

【内容】[上位10項目] 

 

 

8.6

8.6

31.234.2

42.0 4.6

5.3 12.5

14.5 30.3

8.3

3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=818)

前回調査(n=931)

ほぼ毎日 週３～４日 週１～２日 週１日以下 ない 無回答

 

63.4

60.2

37.5

25.0

22.4

16.0

81.8

71.0

67.5

66.7

45.8

33.3

27.9

24.8

25.1

24.7

65.7

74.2

21.1

17.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

外出の付き添い、送迎等

食事の準備（調理等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

服薬

衣服の着脱

認知症状への対応

入浴・洗身

屋内の移乗・移動

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

(%)

今回調査(n=563)

前回調査(n=649)
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（エ）主な介護者が不安に感じること（複数回答・3つまで） 

「外出の付き添い、送迎等」が最も多く、次いで「認知症状への対応」となっています。 

 

 

23.8

23.5

17.9

16.2

15.7

9.9

36.2

33.7

26.2

28.0

27.9

18.0

27.0

20.5

13.1

12.0

11.4

13.9

35.2

26.4

0 10 20 30 40

外出の付き添い、送迎等

認知症状への対応

夜間の排泄

入浴・洗身

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

日中の排泄

食事の準備（調理等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

屋内の移乗・移動

服薬

(%)

今回調査(n=554)

前回調査(n=649)
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③利用している介護保険サービス以外の支援・サービス（複数回答） 

利用している介護保険サービス以外の支援・サービスについて、配食を利用している方が

最も多く、次いで掃除・洗濯となっています。 

 
 

④今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（複数回答） 

今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（現在利用しているが、更なる充実

が必要と感じる支援・サービスを含む）について、「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」

が最も多く、次いで「外出同行（通院、買い物など）」となっています。 

 

 

8.4

7.4

7.3

52.2

11.2

12.5

10.2

8.1

13.4

49.0

10.4

9.7

10.7

13.6

0 10 20 30 40 50

配食

掃除・洗濯

外出同行（通院、買い物など）

ゴミ出し

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

（中略）

利用していない

無回答

(%)

今回調査(n=824)

前回調査(n=931)

 

27.1

23.5

20.0

16.3

15.2

14.4

14.1

21.8

14.9

29.1

23.2

19.5

15.8

14.7

13.3

13.6

23.5

11.8

0 10 20 30 40 50

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

外出同行（通院、買い物など）

掃除・洗濯

配食

買い物（宅配は含まない）

見守り、声かけ

ゴミ出し

（中略）

特になし

無回答

(%)

今回調査(n=824)

前回調査(n=931)
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（２）介護保険・高齢者福祉に関するアンケート調査 

（資料：「介護保険・高齢者福祉に関するアンケート調査」,令和 5（2023）年 5 月より抜粋） 

①生活の状況 

1,093 人の回答者のうち性別での差はなく、年齢別にみると 75 歳以上の方が半数を超えて

います。また、夫婦 2人暮らし（配偶者 65 歳以上）の割合が最も高くなっています。 

【性別】 

 

【年齢】 

 

【世帯】 

 

【日常生活圏域】 

 

 

49.3

50.3

49.3

48.3

1.4

1.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=1,093)

前回調査(n=1,299)

男性 女性 無回答

 

41.3

40.6

46.1

46.7

10.9

10.9

1.7

1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=1,093)

前回調査(n=1,299)

65～74歳 75～84歳 85歳以上 無回答

 

22.0

31.9

16.9

49.2

49.8

51.0

42.0

14.0

13.1

14.9

13.4

15.1

12.4

14.7

10.9

10.1

12.7

14.1

19.3

50.4

8.1

3.9

0.4

3.8

0.2

2.5

0.9

1.1

1.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=1,093)

65～74歳(n=504)

75～84歳(n=451)

85歳以上(n=119)

前回調査(n=1,299)

1人暮らし 夫婦2人暮らし(配偶者65歳以上) 夫婦2人暮らし(配偶者64歳以下) 息子・娘との2世帯 その他 無回答

 

24.0

24.6

24.4

24.3

28.0

24.9

23.6

26.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=1,093)

前回調査(n=1,299)

高槻北圏域 高槻東圏域 高槻南圏域 高槻西圏域
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②疾病や健康状態 

現在治療中の病気は、前回調査と同様に高血圧が最も多いです。 

また、健康について不安に感じていることは、主に運動不足と歯の健康で、どちらも前回

調査と同じ項目になっています。 

（ア）現在治療中、又は後遺症のある病気（複数回答）※上位 10項目 

 
 

（イ）健康について、不安に感じていること（複数回答） 

 

 
  

 

16.8

14.1

12.4

11.4

7.6

5.8

43.4

21.1

16.0

13.4

11.9

12.7

9.6

6.2

7.8

8.1

18.4

41.8

7.4

6.5

0 10 20 30 40

高血圧

目の病気

高脂血症（脂質異常）

糖尿病

心臓病

筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等）

腎臓・前立腺の病気

耳の病気

胃腸・肝臓・胆のうの病気

呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等）

(%)

今回調査(n=1,093)

前回調査(n=1,299)

 

20.5

17.3

12.7

3.2

37.1

27.6

15.7

12.8

2.7

29.5

31.6

0 10 20 30

運動不足

歯の健康

認知症

聞こえの問題

食生活・栄養

うつ病・閉じこもり

(%)

今回調査(n=1,093)

前回調査(n=1,299)
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③転倒と外出 
過去 1 年間に転倒経験が 1 度以上ある方は約 27％でした。また、転倒に対する不安が大き

いかどうかについては、「とても不安である」が 13.2％、「やや不安である」が 37.4％と前回

調査よりやや高くなっています。 

外出の頻度は、年齢が高齢になるほどほとんど外出しない方の割合が多い状況でした。外出

の目的は、買い物が最も多い状況でした。 

（ア）過去 1年間の転倒経験 

 
 

（イ）転倒に対する不安 

 
 

（ウ）外出の頻度 

 
 

 

8.2

16.0

7.8

18.8

13.9

22.2

26.9 55.5

7.8

5.4

20.6 70.7

69.2

72.3

80.0

0.9

1.7

0.4

0.8

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=1,093)

65～74歳(n=504)

75～84歳(n=451)

85歳以上(n=119)

前回調査(n=1,299)

何度もある １度ある ない 無回答

 

14.4

26.1

12.8

37.4

31.3

40.8

49.6 15.1

22.3

27.2

20.6

9.2

22.1

13.2

9.1

33.7 30.5

23.5

26.1

31.5

0.9

0.7

0.8

1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=1,093)

65～74歳(n=504)

75～84歳(n=451)

85歳以上(n=119)

前回調査(n=1,299)

とても不安である やや不安である あまり不安でない 不安でない 無回答

 

4.9

10.9

5.4

10.2

5.4

12.6

20.2

40.2

49.6

35.9

17.6

40.0

2.8

4.7

7.7

41.7

44.0

45.9

45.4

50.4

0.6

0.8

0.7

1.5

1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=1,093)

65～74歳(n=504)

75～84歳(n=451)

85歳以上(n=119)

前回調査(n=1,299)

ほとんど外出しない 週１回 週２～４回 週５回以上 無回答
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（オ）外出の目的（複数回答） 

 
 

 

④社会参加と生きがい活動 

約 80％の方が趣味や生きがいがある状況でした。グループ活動の参加で最も多いのは趣味

関係のグループでした。地域住民の有志による地域づくりへの参加意向は前回調査よりやや

高くなっています。 

 

（ア）趣味について 

 

 
  

 

45.7

35.1

35.1

34.7

26.8

13.6

12.2

7.4

8.3

0.9

79.6

51.0

50.3

39.6

37.6

36.1

27.3

23.4

14.8

13.8

14.0

6.9

9.4

1.3

15.1

22.4

81.5

53.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

買い物

通院

ウォーキング（散歩含む）

理美容室

銀行

趣味・娯楽

食事

家族や友人に会いに行く

通勤

旅行

スポーツクラブ

ボランティア活動

その他

無回答

(%)

今回調査(n=1,093)

前回調査(n=1,299)

 

76.1

73.9

81.4

20.7

20.4

21.5

17.6 8.4

76.8

78.2

17.6 1.0

2.4

2.6

1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=1,093)

65～74歳(n=504)

75～84歳(n=451)

85歳以上(n=119)

前回調査(n=1,299)

ある ない、思いつかない 無回答
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（イ）生きがいについて 

 

 

（ウ）グループ等の活動への参加頻度 

 
 

  

 

78.9

80.7

82.5

19.1

19.8

19.5

14.3 5.0

79.1

79.2

15.7 1.8

1.6

1.7

1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=1,093)

65～74歳(n=504)

75～84歳(n=451)

85歳以上(n=119)

前回調査(n=1,299)

ある ない、思いつかない 無回答

 

23.8

21.8

12.0

8.9

7.2

58.0

16.4

18.6

20.7

20.2

21.0

22.2

8.2

20.9

7.43.9

7.0

31.2

24.3

84.7

72.0

67.0

88.7

68.8

55.5

52.4

57.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

趣味関係のグループ

スポーツ関係のグループやクラブ

町内会・自治会

収入のある仕事

ボランティアのグループ

学習・教養サークル

老人クラブ

ますます元気体操/もてもて筋力
アップ体操のグループ

すこやかテラス（老人福祉センター）

今回調査(n=1,093)

参加している 参加していない 無回答
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（エ）地域住民の有志による地域づくりへの参加意向 

 
 

（オ）地域住民の有志による地域づくり運営への参加意向 

 
 

 

5.6

4.6

3.8

5.9

48.7

46.8

51.2

51.8 39.1

3.8

4.2

5.0

5.1

4.8

5.2

5.8

10.1

7.75.5

4.5

3.2

47.2

50.1

32.8

34.6

36.6

47.1

35.1

38.9

42.5

1.8

3.0

2.8

2.8

2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=1,093)

男性(n=539)

女性(n=539)

65～74歳(n=504)

75～84歳(n=451)

85歳以上(n=119)

前回調査(n=1,299)

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加している 無回答

 

27.5

28.9

26.3

30.0 64.9

6.3

4.6

7.8

3.2

7.8

11.8

7.8

1.7

2.0

1.2

1.7

1.5

1.6

1.5

28.1

27.5

17.6

59.7

59.4

66.4

62.5

62.5

62.5

3.0

3.3

2.5

0.8

1.7

2.4

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=1,093)

男性(n=539)

女性(n=539)

65～74歳(n=504)

75～84歳(n=451)

85歳以上(n=119)

前回調査(n=1,299)

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加している 無回答
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⑤地域での支え合い 

日常生活で困っていることとして家の修繕が 38.6％と最も多く、続いて掃除、インターネ

ット等での調べものでした。インターネット等での調べものについては前回調査から大きく

減少しています。また、隣・近所などまわりの人に対してのお手伝いは現在している方が一

定数おられ、機会があればやってもよいとする方と合わせると「声かけ・見守り」は半数を

越えていました。 

 

（ア）日常生活で困っていること※内容については上位 10項目（複数回答） 

 

 
 

  

 

22.4

14.1

24.2

41.2

70.1

72.0

69.0

80.2 5.8

11.6

21.6

20.6

66.1

66.3

48.7

22.2

9.5

10.1

8.5

8.3

7.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=1,093)

男性(n=539)

女性(n=539)

65～74歳(n=504)

75～84歳(n=451)

85歳以上(n=119)

前回調査(n=1,299)

はい いいえ 無回答

 

25.8

24.2

21.6

20.3

16.1

11.9

35.8

22.5

32.5

23.8

21.2

14.6

16.6

7.9

11.3

13.9

26.7

38.6

14.8

14.0

0 10 20 30 40

家の修繕

掃除

インターネット等での調べもの

部屋の模様替え

食事の準備・調理

買い物

通院

つめきり

外出

ごみだし

(%)

今回調査(n=236)

前回調査(n=151)
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（イ）お手伝いの必要性 

 
 

（ウ）隣・近所などまわりの人に対してのお手伝いについて 

 
 

  

 

今回調査(n=1,093)

0.7 0.5

3.7

5.9 4.0
4.8 3.4

3.8 3.0 2.7
2.0 1.2

0.70.91.92.7
0.61.1

7.0

2.0

10.7

7.9
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0

5

10

15

家
の
修
繕

部
屋
の
模
様
替
え

自
動
車
送
迎

調
べ
も
の

掃
除

通
院
付
き
添
い

買
い
物

食
事
の
準
備
・
調
理

ご
み
出
し

つ
め
き
り

(%)
家族、友人等に手伝ってもらいたい

有償でもサービスを利用したい

 

2.8
6.2

10.2
3.9

7.811.0
14.215.1 9.810.612.4

11.3

21.2

33.3
34.4

39.4

9.2 9.8
3.44.4

27.7
19.9

8.919.3

17.5

44.3

48.6

54.5

29.029.7

19.1

36.9

23.2

15.2
13.2
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今回調査(n=1,093)

(%)

機会があればやってもよい

現在している
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⑥インターネット等の利用状況について 

インターネットの利用目的では、情報検索が 52％、電子メールが 46.5％、ホームページ・

ブログ・SNSの閲覧・書き込みが 33.7％となりました。また、利用しているSNSについては、

LINEが 88％、YouTubeが 49.2％となっています。 

 

（ア）インターネットの利用目的（複数回答） 

 
 

（イ）利用している SNS（複数回答） 

 
 

  

 

33.7

25.3

23.3

10.4

6.5

5.7

46.5

52.0

28.8

3.2

0 10 20 30 40 50

情報検索

電子メール

ホームページ・ブログ・ＳＮＳの閲覧、書き込み

商品・サービスの購入・取引

通話アプリ・テレビ電話の利用

行政手続き

オンラインゲーム

利用していない

その他

無回答

(%)

今回調査(n=1,093)

 

13.9

12.2

9.0

2.7

3.5

49.2

88.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

LINE

YouTube

フェイスブック

インスタグラム

Twitter

その他

無回答

(%)

今回調査(n=368)
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⑦認知症について 

認知症サポーターを既に受講したことがあるとする方は前回調査よりも減少していました。

認知症の人が地域で生活するために必要なものとして家族の介護が最も多く、次に病気につ

いての理解となっています。 

 

（ア）認知症サポーターの認知度 

 

（イ）認知症の人が地域で生活するために必要なもの※上位 8項目（複数回答、3つまで） 

 
 

 

10.7

11.3

65.0

59.4

4.6

8.3

4.4

5.2

15.4

15.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査(n=1,093)

前回調査(n=1,299)

すでに受講したことがある 知っているが、受講したことはない

聞いたことはあるが、よく知らない 知らない

無回答

 

42.1

36.0

33.2

31.4

12.7

7.5

51.5

41.6

41.3

35.3

31.4

33.3

15.5

7.4

1.2

10.2

44.6

49.0

6.5

1.4

0 10 20 30 40 50

家族の介護

病気についての理解

介護者への支援

施設の整備

専門医の確保

地域住民の協力

通いの場

ボランティアの養成

その他

無回答

(%)

今回調査(n=1,093)

前回調査(n=1,299)
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１ 計画の基本理念 

高槻市に住むすべての人々が、夢を育み、 

安心して暮らせる自治と共生のまちづくり 
 

地域福祉計画が福祉分野の上位計画として位置づけられ、高齢者福祉計画等との調和を図る

こととされていることから、本計画は「第 4次高槻市地域福祉計画・地域福祉活動計画」の基

本理念を共有します。この基本理念は、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがい

や役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる、包摂的なコミュニティ、地域や社

会を創る「地域共生社会」を実現していくために掲げています。 

高齢者一人ひとりが、いつまでも健康で、自らの能力を発揮し、活動的な毎日を送りつつ、

価値観や生き方を尊重された自分らしさや夢を育み続けることができるよう、高齢者を含むす

べての世代がお互いを支え合い、心が通い合う、やすらぎの社会の実現を目指して取り組んで

いきます。 

 

２ 計画の目標～地域共生社会の実現に向けて～ 

（１）地域包括ケアシステムの深化・推進 

今後、高齢化が一層進展する中で、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシステム

は、地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るものであるとともに、すべての人

が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合う地域共生社会の実現が地域包括ケアシステ

ムの目指す方向です。本計画においても、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続け

られるよう、地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組んでいきます。 

 

（２）高齢者の自立と尊厳を支えるケア 

ひとり暮らし高齢者の増加のほか、認知症の人や認知機能が低下した高齢者の増加が見込

まれる中で、「高齢者の自立と尊厳を支えるケア」を確立することが重要となります。 

要介護状態等になっても、自分の意思で自分らしい生活を営むことを可能とするため、高

齢者等の意思決定支援や、権利擁護をはじめとした様々な施策について取組を推進します。 
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（３）高齢者の社会参加と協働によるまちづくり 

今後、生産年齢人口の減少が加速化する中で、地域の活性化のためには、高齢者が活躍す

るまちづくりをすすめる必要があります。 

そのために、高齢者が自らの豊かな経験や知識を活かし、地域社会の支え手として、いき

いきとした生活を送ることができる環境の整備に努めます。 

 

（４）健康寿命の延伸に向けた施策の推進 

後期高齢者が増加すると予測されるなか、健康寿命（健康で日常生活が制限されることな

く生活できる期間）のさらなる延伸に向けて、市民の主体性を重んじながら、健康に対する

関心を高め、生活習慣病等の予防に関する取組や、高齢者の地域における社会参加の促進も

含めた介護予防の活動等をさらに充実できるよう、事業の実施に努めます。 

 

（５）介護保険制度の安定した運営 

いつでも必要なときに必要な介護サービスが提供されるためには、介護保険制度の安定し

た運営が必要となります。介護保険財政の健全性を確保するとともに、高齢者の自立支援、

重度化防止等に視点をおいた適切なケアマネジメントを推進し、介護サービスの質の向上に

取り組むことで、制度の持続可能性の向上に努めます。 

 

基本理念

高
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定
し
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営
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康
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命
の
延
伸
に
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た
施
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の
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施策の展開

自立支援、介護予防・重度化防止の推進

安心できる暮らしの支援

認知症施策の推進

権利擁護と意思決定支援

医療と介護の連携推進

高齢者の生活を支える人への支援

介護サービス等の充実・強化
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前章では、計画の基本理念と計画の目標について述べました。この章では、計画の目標を達

成するためにⅠからⅦの施策の展開を図っていきます。 

 

＜施策の展開＞ 

Ⅰ 自立支援、介護予防・重度化防止の推進 

Ⅱ 安心できる暮らしの支援 

Ⅲ 認知症施策の推進 

Ⅳ 権利擁護と意思決定支援 

Ⅴ 医療と介護の連携推進 

Ⅵ 高齢者の生活を支える人への支援 

Ⅶ 介護サービス等の充実・強化 

 

また、本市では、令和 7(2025)年に向けた地域包括ケアシステムの構築に取り組んできまし

たが、今後は、団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22(2040)年の中長期を見据え、地域

の実情に応じて、地域共生社会の中核的な基盤となる地域包括ケアシステムの深化・推進を図

り、高齢者が安心して毎日を過ごし、その有する能力に応じて自立した生活を送ることができ

る地域共生社会の実現に向けたまちづくりを目指します。 

さらには、後期高齢者が増加し、介護ニーズの高い 85 歳以上の高齢者が増加することが見

込まれる中、高齢者の生活における多様な支援ニーズに対して、限りある資源を効率的かつ効

果的に活用していくため、人的基盤の確保や介護サービス基盤の整備を推進し、地域の自主性

や主体性に基づく介護予防や地域づくり等に一体的に取り組みます。 

ⅠからⅦの取組を PDCA サイクルに基づき推進し、関連する取組の相互の影響も踏まえて総合

的に評価しつつ、高齢者の自立支援に資する取組を推進するために、保険者機能強化推進交付金

等を有効活用し、高齢者が生きがいを持って生活できる地域の実現を目指します。 

 

 
資料：厚生労働省 
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Ⅰ 自立支援、介護予防・重度化防止の推進 
 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

高齢者が要介護状態等となることを予防し、社会的活動を続けながら、地域において自立し

た生活を送ることができるように支援することを目的とし、本市では、平成 29(2017)年 4月よ

り介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています。 

今後は、高齢者の社会参加と介護予防の一体的な取組の充実や、従来の予防給付によるサー

ビスだけでなく多様な主体による多様なサービスの提供といった高齢者の支援体制の整備によ

り、地域の支え合いを推進します。 

 

（１）一般介護予防事業 

介護予防は、高齢者が要支援・要介護状態とならず、また、要支援・要介護状態にあって

もその軽減、重度化の防止を目的とした取組です。具体的には、高齢者の運動機能や口腔機

能、栄養状態等の心身機能の改善と日常生活における活動性を高め、家庭や社会への参加を

促し、高齢者一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を通して、生活の質（QOL）の

向上を目指すものです。介護予防事業の実施にあたっては、地域の実情を把握し、引き続き

住民主体の通いの場の充実に取り組むとともに、多様な交流機会を持ちながら、社会参加の

促進を図ります。 

また、地域の関係団体や関係機関と連携して介護予防に取り組む必要のある高齢者の把握

と支援に努めるとともに、地域診断の視点を踏まえた事業の検証を行い、効果的かつ効率的

な取組を推進します。 

 

①介護予防普及啓発事業 

介護予防をより広く普及啓発していくため、高齢者の多様な背景を考慮し、他分野を含む

様々な関係機関及び民間事業者等との連携やICTの活用も図りつつ、以下のような様々な方

法で事業や取組を展開します。 

・介護予防教室（すこやかエイジング講座、元気体操クラス、もてきんスタジオ等） 

・介護予防体操（高槻もてもて筋力アップ体操、高槻ますます元気体操） 

・高槻ますます元気！健幸ポイント 

・介護予防マイスター 

・介護予防普及啓発冊子（65 歳からの羅針盤の送付） 

・介護予防啓発イベント（すこやかフェスタ等） 

・体力測定・健康相談会（健康サポートひろば等） 
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②地域介護予防活動支援事業 

介護予防に資する住民主体の通いの場の活動が、地域の実情に応じて幅広く展開できるこ

とを目指します。高齢者が、歩いて通える範囲の身近な集会所等で継続して介護予防の取組

を実施できるように、地区福祉委員会等と共催する「ますます元気クラブ」や住民が主体と

なって運営する「自主グループ」等の地域の「通いの場」の充実に努めます。 

また、市民の主体性を引き出しながら、取組が地域に根付いていくことを目指し、地域活

動組織において、介護予防の取組に関わるボランティア等の人材育成を目的とした研修、介

護予防に取り組むグループの育成・継続的な支援を行います。 

さらに、社会参加活動を通じた介護予防を推進するため、公的サービスでは対応できない

多様なニーズに対応する生活支援サポーター等の高齢者の生活支援の担い手が活躍できる地

域環境の整備及び継続的な活動の支援に努めます。 

 

③地域リハビリテーション活動支援事業 

地域における主体的な介護予防の取組を強化するために、地域包括支援センターと連携し、

住民主体の通いの場、通所系サービス、訪問系サービス、地域ケア会議、サービス担当者会

議等において、リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が関わり、高齢者の運動

機能や口腔機能、栄養状態等の心身機能や社会活動性に対する総合的アプローチにより自立

支援に資する取組を推進します。また、地域の職能団体や介護サービス事業者と連携し、地

域の「通いの場」における介護予防の取組を活性化し、生活機能を見据えたリハビリテーシ

ョンとして、高齢者自身が主体的に取り組める内容の充実を図ります。 

 

（２）介護予防・生活支援サービス事業 

介護予防・生活支援サービス事業では、訪問型サービス、通所型サービス、介護予防ケア

マネジメントを実施し、要支援認定を受けた方及び市や地域包括支援センター等が実施する

基本チェックリストで基準に該当した方（事業対象者）が、自身のニーズに合ったサービス

を適切に利用し、自立した生活をおくることができるよう支援します。また、地域包括支援

センター等への研修の開催や地域ケア会議等を通して、介護予防ケアマネジメントの質の向

上を図ります。 

多様な主体による多様なサービスの充実を図るために、研修の実施や生活支援コーディネ

ーターとの連携を通じて高齢者への生活支援の担い手の養成を行い、自立支援や重度化防止、

地域での支え合いの体制づくりを推進し、地域包括支援ネットワークの構築を図ります。 

また、円滑なサービス利用や担い手の確保、今後の適切なサービスの実施に向けて、生活

支援コーディネーター及び地域包括支援センター等と連携し、協議体（高槻市高齢者生活支

援ネットワーク協議会）や地域ケア会議等も活用して事業の評価や検証等を実施するととも

に、国・大阪府の動向を踏まえ、地域の実情に応じたサービスの充実を図ります。 
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２ 高齢者の生活習慣病予防とフレイル予防の推進 

健康寿命の延伸のためには、早期から介護予防・フレイル対策に取り組むと同時に、生活習

慣病予防・重症化予防の取組が重要です。生活習慣病予防とフレイル予防の取組は認知症予防

の取組としても有効であり、心身ともに健康な状態を維持し、活力ある高年期を迎えるために、

壮年期からの継続した健康づくりを推進します。 

本市の健康増進計画である「健康たかつき 21」に基づき、特定健康診査やがん検診などの各

種健（検）診等の実施や積極的な受診勧奨、健康に関する正しい知識を普及・啓発すること等

により、市民の主体的な健康づくりの取組を地域や関係団体と連携・協働して推進します。 

また、特定健康診査・特定保健指導や介護予防教室等の機会を活用して、生活習慣病予防と

フレイル予防に関する正しい知識の普及・啓発を実施します。さらに、健康寿命の延伸のため

には、社会参加を通じた生活習慣病予防とフレイル予防の取組が効果的であることから、高齢

者の保健事業と介護予防事業の一体的な実施により、その取組を推進します。 

 

３ 高齢者の生きがい活動と社会参加への支援 

高齢者が地域で生きがいを持って活動し社会参加する機会を増やすことで、自立支援、介護

予防・重度化防止の推進を図るとともに、既存の団体・グループの活動支援や、多様な活動の

場の運営を支援します。また、対価ある就労やボランティア等の活動を通じて、社会的な役割

を持ち、健康的で生きがいを感じる生活ができるよう支援し、ひいては介護や福祉の人材確保

に資する機会や人的基盤の確保につながる取組の検討を行い、その仕組みづくりに努めます。 

（１）団体・グループの活動支援 

①シルバー人材センターの運営支援 

高齢者が長年培ってきた知識・経験・技能を生かし、就業を通じて地域社会の活性化と生

きがいの充実を目指しながら社会貢献できるよう、臨時的かつ短期的又はその他の軽易な仕

事を提供するシルバー人材センターの事業運営を支援し、連携して高齢者の生きがいづくり

と社会参加の促進に取り組むとともに、就労機会の拡大に努めます。 

 

②老人クラブへの活動支援 

地域で様々な活動に取り組む老人クラブに対し、会員数や活動状況に応じた補助金の助成

をはじめ、会員相互の親睦や社会参加の支援、介護予防活動の取組支援など、地域における

高齢者の介護予防やボランティア活動等を促進するとともに、生きがいづくりやスポーツ活

動の活性化を図ります。 
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（２）活動の場の支援 

①すこやかテラス（老人福祉センター）の運営管理 

高齢者が、今後も変わらず健康で明るい生活を営むため、引き続き、地域活動や介護予防の

拠点、教養の向上等に取り組みます。施設の Wi-Fi 環境を活用した高齢者ICT 推進事業や、介

護予防スタジオ「スタジオ 100」などを活用しつつ、終活や人生会議(ACP)関連講座の実施、

特殊詐欺への注意喚起など、高齢者の多様化するニーズを踏まえて、様々な取組を展開してい

きます。 

また、地域の関係機関や企業等とも連携し、地域包括ケアシステムにかかる生活支援・介護

予防の充実を先導して進める施設として、高齢者の生きがい活動と社会参加を支援するととも

に、高齢者のみならず多世代につながりを持つ、地域に根差した施設を目指します。 

なお、富田すこやかテラスについては、「富田地区まちづくり基本構想」に基づき、複合施

設の整備に向け検討を進めていきます。 

 

②「通いの場」の取組に対する支援 

「高槻ますます元気体操」等を自主的に行うグループの活動拠点や様々な世代の人との交

流や趣味活動を楽しむサロン、知識や経験を活かした社会貢献活動の機会など、「通いの場」

の充実を図るとともに、活動拠点の多様な取組の活性化に向けて支援し、高齢者が人や地域

と社会的なつながりを持ち、健康で活動的に生活できる環境の整備に努めます。 

 

③グラウンド・ゴルフ場の整備を検討 

健康づくりと多世代交流の推進のため、グラウンド・ゴルフ場の整備を検討します。 

 

４ 地域包括支援センターの機能強化 

令和 3(2021)年 4 月に施行された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正

する法律」により、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応するよう包括的な支援

体制の構築など地域共生社会の実現に向けた取組が求められています。後期高齢者数が増加

する中で、複雑化した支援ニーズや8050問題をはじめとした障がい者支援、子どもへの支援、

生活困窮支援など複合化した支援も求められており、さまざまな支援機関との連携を図る必

要があります。地域包括支援センターだけでは解決が困難な問題等に対しても、課題解決に

向けた支援ができるよう、関係機関との連携を図ります。市においては、地域包括支援セン

ターの後方支援を行うとともに、高齢者人口の増加に伴う地域包括支援センターの負担軽減

となるような取組について検討します。 

また、厚生労働省が運用する介護サービス情報公表システムの活用や市ホームページ、パ

ンフレットへの掲載等、あらゆる機会を捉え、高齢者やその家族等が速やかに相談できるよ

う地域包括支援センターの周知を図ります。 

  



第５章 施策の展開 

- 43 - 

５ ケアマネジメントの向上と地域包括支援ネットワーク

の充実 

高齢者が住み慣れた地域で安心して毎日を過ごし、自立した生活を送ることができるように

医療及び保健、介護、福祉等の各種サービスと多様なサービス提供主体による支援を総合的に

調整するとともに、高齢者の日常生活の支援体制整備に向けた地域づくりを推進することを目

的として、地域包括ケア推進会議、圏域ケア会議、個別ケース検討会議からなる地域ケア会議

を開催します。 

本市では、『自分の意思で主体的に生活できること、高齢者自身がやりたいことを実現でき

ること』を自立と捉え、この状態を目標に支援することを自立支援として、専門多職種と協働

し、適切なケアマネジメントが行われる環境づくりを行います。また、各地域包括支援センタ

ーの総合相談支援業務や地域ケア会議等で把握した地域の実情から、地域に共通する課題の分

析及び改善策の検討や自立支援及び重度化防止の取組の推進のためのネットワーク構築や資源

開発等に取り組むとともに、地域の実情に応じた仕組みや取組を推進するために、地域をアセ

スメントし、必要な取組の企画・実行をマネジメントする「地域デザイン機能」を強化し、地

域住民及び多様な職種や機関との連携協働による地域包括支援ネットワークの充実を図ります。 

さらに、住民と協働で地域づくりを進めるために、生活支援コーディネーター等と連携し、

地域住民やサービス事業所等に対して、介護予防や自立支援に関する理解を促し、地域のケア

マネジメント力の強化に努めます。 

そのために、地域包括支援センターに配置される保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員

の 3職種が専門性を発揮できるよう、研修会等の開催や地域課題に対する取組の後方支援を行

い、職員の資質向上のための支援を行います。 
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Ⅱ 安心できる暮らしの支援 
 

１ 多様な生活支援サービスと生活支援体制の充実 

高齢者が在宅生活において支援や介護が必要な状態になっても、できる限り住み慣れた地域

で自立した生活が送れるよう、高齢者を支える多様な生活支援サービスの充実に取り組みます。 

また、地域で展開される支援活動と生活支援コーディネーターが連携することで、地域での

様々な支援活動を見える化し、支援を必要とする方とのマッチングに取り組みます。 

 

①緊急通報装置等の設置 

ひとり暮らし高齢者宅等に緊急通報装置を設置し、体調不良時や緊急時に迅速に対応しま

す。また、ひとり暮らしで希望する方には、熱感知センサーを設置することで、見守り体制

の更なる充実を図ります。 

 

②配食サービスの実施 

調理が困難な在宅の高齢者及び重度の障がい者に対し、栄養バランスのとれた食事を定期

的に提供することで低栄養状態を改善し、かつ高齢者等の安否を確認し健康状態に異常があ

った時は、関係機関への連絡等を行うことにより、高齢者等が在宅において健康で自立した

生活ができるよう支援を行います。 

 

③生活管理指導短期宿泊事業の実施 

ひとり暮らし高齢者等で、一時的な体調不良や基本的生活習慣に不安がある方を養護老人

ホーム等に一時的に宿泊させることにより、体調調整や生活習慣改善等の指導を行い、在宅

生活の継続に向けて支援します。 

 

④救急時の医療情報等の連携支援 

急な体調不良等の救急搬送が必要な事態が起きたときに、救急隊員や医療機関が迅速に必

要な情報を把握できるよう、持病や緊急連絡先等の情報を保管する「救急医療情報キット」

の普及啓発に取り組みます。 

 

⑤地域での支援活動の見える化 

地域で様々に取り組まれている支援活動に対し、生活支援コーディネーターが情報収集や

活動支援に取り組みます。収集した支援活動に関する情報を見える化し、支援を必要とする

方に届くよう、周知啓発とマッチングを行います。 
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２ 安心して暮らせるための施設や住環境の整備 

今後、ひとり暮らしや生活困窮状態にある高齢者の増加が見込まれる中、老齢期の生活の維

持の観点に加え、地域共生社会の実現の観点からも、安心して暮らせる住まいの確保は重要で

あり、関係機関とも連携しながら環境づくりに取り組みます。 

（１）高齢者の居住の安定の確保 

高齢者に対する賃貸住宅や老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、住まいの制度やバ

リアフリー改修に関する情報を市の窓口等で提供します。 

また、持家や賃貸住宅の住宅改修支援に加え、シルバーハウジング（大阪府営高槻城東住

宅特別設計住宅）に暮らす高齢者が引き続き安心して生活できるよう、市のサービスとして

生活相談、安否確認、一時的な家事援助、緊急の対応、関係機関への連絡、生活関連情報の

提供を行う生活援助員を派遣します。 

 

（２）高齢者が安心して暮らせる住環境づくり 

高齢者が安心して、地域での自立した生活を送るためには、地域において、それぞれの生

活のニーズに即した施設及び住環境の整備が必要となります。 

福祉施策と住宅施策の連携を緊密にし、介護を必要とする高齢者にも対応できる施設や住

環境の整備を推進します。 

 

①養護老人ホーム 

環境上の理由及び経済的な理由により、在宅での生活が困難な方に対し、入所措置を行い、

安心して生活できる場を提供します。本市には令和 5(2023)年 9 月末時点で 2 か所整備され

ています。 

 

②軽費老人ホーム（ケアハウス） 

食事、入浴その他日常生活上必要なサービスを利用者が低額で利用できるよう、軽費老人

ホーム（ケアハウス）に対して継続して事務費の補助を行うとともに、入所の相談や入所者

の生活相談に対応します。市には令和 5(2023)年 9 月末時点で 10か所整備されています。 

 

③有料老人ホーム 

有料老人ホームの入居者が安心して生活できるよう、運営指導等を行います。本市には令

和 5（2023）年 9 月末時点で 24 か所設置されています。 
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④サービス付き高齢者向け住宅 

サービス付き高齢者向け住宅の入居者が安心して生活できるよう、住宅部局と連携を図

りながら、立入検査等を行います。本市には令和 5(2023)年 9 月末時点で 16 か所登録され

ています。 

 

（３）住まいのバリアフリー化の推進 

高齢者が積極的に社会参加できるよう「高槻市バリアフリー基本構想」に基づき、公共施

設等のバリアフリー化、高齢者にやさしいまちづくりを推進します。 

 

 

３ 生活困窮状態にある高齢者の支援 

生活困窮状態にある高齢者は、その背景に複合的な課題を抱えていることが多いことから、

地域包括支援センターや介護サービス事業者等をはじめとする地域の支援機関は、生活困窮者

自立支援法に定める自立相談支援事業やその他の支援制度に適切につなぐとともに、連携して

幅広く対応することが必要となります。また、重層的支援体制整備事業に取り組むことで、部

署や関係機関を横断した切れ目のない支援体制を推進します。 

 

 

４ 終活支援に関する取組 

家族のあり方や住まいの多様化など、個人の多様な価値観に基づく生活が存在する中、高齢

者の自立支援の取組を推進するとともに、可能な限り人生の最期まで、高齢者自身の意思が尊

重され、必要なことについて決定・選択できる社会の構築を推進することが、高齢期を自分ら

しく充実して生きることに資するものと考えられます。 
今後一層、ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯、認知症高齢者等の増加が見込まれる中、地域

で生活する高齢者の意思決定支援や権利擁護の重要性は高まります。安心して高齢期を過ごす

ために、高齢期の早い段階から、人生の最期に向けて事前準備を始めることを支援する取組に

ついて、あらゆる機会を捉えて、様々な関係機関や民間事業者等と連携して進めていきます。 
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５ 災害時に備えた連携強化 

（１）災害に備えた高齢者に対する支援体制の整備 

災害時における高齢者への支援を効果的に行うため、平時から地域包括支援センター、介

護保険事業者、医療機関、NPO法人、社会福祉協議会、地区福祉委員会、市民防災組織（自

主防災組織）、民生委員児童委員等との連携を深めるとともに、災害対応力を高めるため、

訓練の実施やマニュアルの整備など、災害対策の取組を支援します。また、要介護等の高齢

者に対して継続的なサービスを提供できるよう、介護サービス事業所等における物資の備蓄

や人員体制の確保についての取組に対して支援するなど、連携した支援体制の整備を進めま

す。 

さらに、災害時に地域の助け合いにより、災害時要援護者の安否確認や避難誘導等の支援

が速やかに行えるよう、市民や関係機関に対して災害時要援護者への支援の必要性について

周知するとともに、地域の団体への災害時要援護者名簿等の情報提供や防災ワークショップ・

訓練等を通じて、地域が進める共助の取組への支援や福祉サービス事業者等との協力体制の

充実を図るなど、関係団体等と連携した災害時の高齢者支援体制の整備を推進します。 

 

（２）災害時の自助・共助の推進 

高齢者自身が適時必要な災害に関する情報を得られるよう、様々な手法で情報発信を行う

ことに加え、地域包括支援センター等と連携し、住民主体の通いの場等において、災害時の

対応や対策について広く啓発するとともに、地域のネットワークを活用して災害時に自助・

共助の取組が実施できるよう、多様なサービス提供主体や関係機関、住民組織等との交流や

協働の機会を確保する等連携強化に努めます。また、介護サービス等の利用者が被災した場

合や感染症に感染した場合でも、一定のサービス提供が可能となるよう、関係者や医療機関

と連携しサービス提供体制の構築に努めます。 
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Ⅲ 認知症施策の推進 
 

令和 5(2023)年 6 月に「認知症基本法」が施行され、認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望を

持って暮らすことができるよう、施策を総合的に推進するとし、認知症の理解促進、社会参加の

機会確保、医療福祉の提供体制整備、相談体制整備が求められています。 

今後、国において策定される見込みである認知症施策推進基本計画に基づき、市においても「認

知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができる

社会」の実現に向けた取組を推進します。 

 

１ 認知症の理解促進に向けた普及啓発 

認知症に関する理解や正しい知識の普及のため、今後も広報たかつきや市ホームページの活

用に加え、認知症の知識を深める講座や介護者の立場に立った支援方法の講座など様々な講座

をおこない、認知症のある人もない人も知識を深めていくことで、地域での認知症理解促進に

努めます。また認知症の方の相談窓口の周知にも取り組みます。 

 

（１）認知症サポーターの養成 

認知症に関する正しい知識を持って、地域や職域で認知症の人やその家族を手助けする認

知症サポーターの養成を行います。企業や地域住民だけではなく、地域の喫茶店など地域に

おいて認知症の方を受け入れやすくする小売店などにおいて積極的に養成講座を行います。 

 

（２）たかつきオレンジガイド（認知症ケアパス） 

令和 5(2023)年度において、認知症の方が状態に応じた適切なサービス提供を受けられる

よう、わかりやすく流れを示すため、「たかつきオレンジガイド（認知症ケアパス）」を改訂

しました。引き続き、市の窓口や介護や医療などの関係機関において積極的に活用していき

ます。 

 

（３）認知症月間における取組 

認知症基本法により 9月 21 日は認知症の日、9月は認知症月間とされています。認知症月

間の機会を活用し、認知症地域支援推進員と連携しながら、認知症の理解促進と普及啓発に

取り組みます。 
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２ 認知症への「備え」としての取組の充実 

認知症予防とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」

「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味であることを踏まえて、認知症予防に資

する取組を介護予防の取組と一体的に推進するとともに、積極的に予防に関するエビデンスの

収集・分析を進め、認知症に対する「備え」を増やしていく取組を充実します。 

 

（１）地域における高齢者の「通いの場」の充実 

運動不足の改善、高血圧症や糖尿病等の生活習慣病の予防、社会参加による社会的孤立の

解消や社会的役割の保持等が、認知症の発症を遅らせることができる可能性が示唆されてい

ることを踏まえ、地域において全ての高齢者が通える「通いの場」を拡充します。また、全

ての高齢者が活躍できる機会の創出に努め、地域住民の交流によるつながりの強化や趣味活

動や教養・学習の機会、助け合いの取組における担い手活動を通じて社会的役割を持つこと

に対する支援に取り組みます。 

介護予防に関する情報・知識等を普及・啓発する機会を活用して、「認知症予防」の正し

い理解を促し、生活習慣病対策についての情報提供や主体的な健康づくり活動の支援を行う

とともに、「通いの場」へ参加する等の社会的活動へ結びつけるよう支援します。 

 

（２）予防に関するエビデンスの収集の推進 

認知症の予防に資すると考えられる取組や実践報告に関する論文等の情報を積極的に収集

し、専門知識を有する者の意見を参考に、本市の実情に合わせて、関係機関や民間事業者等

と連携した認知症予防に資する新たな取組について検討していきます。 

 

 

３ 早期発見・早期対応に向けた医療・介護等の連携強化 

後期高齢者人口の増加とともに認知症になる方も増えるといわれています。また、服薬によ

り進行を遅らせ、治る認知症もあるといわれています。 

今後も、認知症初期集中支援チームなど医療との連携を図るとともに、地域包括支援センタ

ーや認知症地域支援推進員等の介護に関する関係機関とのネットワークを大切にしながら、早

期発見・早期対応に努めます。 

 

（１）認知症初期集中支援チーム 

専門医や看護師、社会福祉士等の専門職からなる「認知症初期集中支援チーム」を積極的

に活用し、認知症が疑われる高齢者に対し、医療からのアウトリーチの手法により、初期の
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支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行います。 

 

（２）認知症地域支援推進員 

地域包括支援センターに配置した認知症地域支援推進員が中心となり、認知症初期集中支

援チーム、医療機関、介護サービス事業所や民生委員児童委員、地区福祉委員会、認知症サ

ポーター等の地域住民の身近な見守り体制等と連携しながらネットワークの構築を推進しま

す。 

 

 

４ 認知症の人と家族等が社会参加できる地域づくりの推

進 

認知症の人やその家族が地域で安心して暮らせるよう、地域における認知症の理解や支える

仕組みづくりを推進します。認知症の理解を進めるための周知啓発に努め、認知症の人や家族

の相談から、必要な情報提供、支援を行います。 

 

（１）チームオレンジの構築 

認知症サポーター養成講座の受講者を対象に、より深い知識と地域で認知症の方のための

ボランティアを行ってもらうため、ステップアップ講座を受けた「認知症パートナー」を養

成し、チームオレンジの構築を図ります。 

 

（２）若年性認知症施策の強化 

大阪府に配置されている若年性認知症コーディネーターとも連携しながら、必要な情報を

発信していきます。また当事者の集まりなどにも参加してもらえる環境を整えます。 

 

（３）安心声かけ運動の実施 

認知症の方が行方不明になることは、軽度の方でも人によっては起こりうることで行方不

明になられている方を見かけた場合の模擬訓練として、地域住民を対象として、「安心声か

け運動」を行います。 

 

（４）認知症の人と介護者への支援 

①行方不明高齢者家族支援サービス 

認知症高齢者等の行方が分からなくなったときに、位置情報システム(ＧＰＳ)を利用して、
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早期に居場所を特定し、発見できるようにすることで、高齢者の安全確保と家族の負担軽減

を図ります。 

 

②行方不明高齢者 SOS ネットワーク 

認知症高齢者等の行方が分からなくなったときに、行方不明高齢者 SOS ネットワークに参

加する協力依頼を行うことで、行方不明者の早期発見・安全確保、介護者の負担軽減を図り

ます。 

また協力機関の拡大に向け、事業者への働きかけを行い、ネットワークの充実を図ります。 

 

③見守り安心ネットワークシール 

行方不明高齢者SOSネットワーク登録者に対し、二次元コード付きのシールを配布します。

このシールは行方不明となり、その後保護された場合に、二次元コードを携帯電話等で読み

込むことにより、メッセージと連絡先が表示され、迅速な身元判明につなげることができる

もので、行方不明高齢者 SOS ネットワーク登録の働きかけを行い、シールの配布拡大に努め

ます。 
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Ⅳ 権利擁護と意思決定支援 
 

１ 高齢者虐待防止対策の推進 

（１）啓発活動の取組 

高齢者施設や介護支援専門員、介護サービス事業所等に対し、「高齢者虐待の防止、高齢

者の養護者に対する支援等に関する法律」の趣旨に基づき、高齢者虐待防止に向けた啓発に

取り組むとともに、通報義務の周知徹底を図ります。 

 

（２）早期発見・見守り体制強化への取組 

早期に発見、対応をしていけるように、普段高齢者との関わりのある地域住民や民生委員

児童委員等の方から相談を受ける中で、生活の変化に気づき、その情報を地域包括支援セン

ターに伝える、早期発見・見守りネットワークや、地域ケア会議やケアマネジャー連絡会を

通じて、関係機関・団体と連携・協力するなど、虐待の早期発見と見守り体制強化に取り組

みます。 

 

（３）高齢者虐待への対応 

虐待を受けた高齢者に対する迅速かつ適切な対応を、地域包括支援センターや介護サービ

ス事業所等の関係機関と連携し、個別の支援計画に基づき、高齢者が安心して生活できるよ

うに支援を行います。困難事例については、「関係専門機関介入支援ネットワーク」により

弁護士等の専門職と連携しながら早期解決に向けた支援を行います。 

 

（４）対応力向上の取組 

高齢者虐待の対応力向上を目的としてケアマネジャー等の専門職や施設を対象に高齢者虐

待の基礎知識、対応のスキームなどの研修を引き続き実施します。 

また、虐待通報を受けた全事例について、地域包括支援センターとともに原因分析や今後

の支援方針等の確認を行う「評価会議」を開催することで、職員のスキルアップ及び連携強

化を図ります。 

 

（５）施設等における身体拘束廃止に向けた取組 

身体拘束は、高齢者に大きな精神的苦痛を与えるほか、拘縮や筋力の低下など、身体的な

機能をも奪ってしまう危険性があります。高齢者の尊厳保持の重要性を十分に踏まえたサー

ビス提供がなされるよう、介護保険施設等の事業者に対する指導助言を行います。 
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２ 成年後見制度の利用促進に関する取組 

令和 7(2025)年には、5人に 1人が認知症になるといわれており、今後さらに権利擁護支援

の需要が高まっていくものと予想されます。 

成年後見制度利用促進法に基づき、令和 4(2022)年 3 月に「第二期成年後見制度利用促進基

本計画」が閣議決定されました。地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進、尊厳のあ

る本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改善等、司法による権利

擁護支援など身近なものにするしくみづくりを基本的な考え方としています。今後は地域連携

ネットワークの構築と、制度の周知など成年後見制度の利用促進の取組を行います。 

 

（１）地域連携ネットワークの構築に向けた取組 

権利擁護支援のため、関係機関と連携した地域連携ネットワークの構築に向けて、成年後

見制度の利用促進に係る課題の検討を進めるとともに、権利擁護体制の充実に向け、成年後

見制度に携わるさまざまな関係機関と連携しながら、相談体制の充実を図ります。 

また、成年後見に関する一定の知識を習得した市民が、成年後見人として活動を行うもの

で、新たな後見活動の担い手として、市民後見人の養成及び活動支援を行います。 

 

（２）成年後見制度の利用促進に向けた取組 

①広報・啓発活動 

後期高齢者人口の増加に伴い、認知症など権利擁護の需要が増えていくことが予想されま

す。成年後見制度、その窓口の広報・啓発の必要があります。パンフレットの配架などの啓

発に加え、研修や講座の実施により成年後見制度の広報、啓発活動に努めます。 

 

②市長申立の実施 

高齢者虐待や申立を行う親族が不在であるなどの理由で、これまでも成年後見制度の市長

申立を行ってきました。一人暮らし高齢者の増加や親族関係の希薄化がみられるなかで、年々

市長申立をする機会も増えています。広報、啓発活動に加え、必要な方が速やかに権利擁護

支援を受けられるよう、円滑な市長申立を実施します。 

 

③関係機関との連携強化 

地域包括支援センターや介護サービス事業所などの専門機関だけではなく、地域の民生委

員などの、高齢者の日々の生活を身近で見守っている関係機関との連携などは大変重要です。

地域の中で権利擁護支援が必要と思われる方が速やかに適切な支援につなげられるよう関係

機関との連携強化を図ります。 
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④日常生活自立支援事業との連携 

認知症や障がいにより判断能力が不十分な方に対し、社会福祉協議会の支援員が福祉サー

ビスの利用援助や金銭管理を契約により行う日常生活自立支援事業の利用者が、判断能力の

低下がみられた際には、適切に成年後見制度の利用につなげられるよう社会福祉協議会との

連携を図ります。 

 

⑤法人後見実施体制の確保 

成年後見制度における後見等の業務を行う法人を確保できる体制の整備に向け、研修等の

実施により働きかけを行います。 

 

 

３ 地域で生活する高齢者の意思決定に関する支援 

地域包括ケアシステムは、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを可能な限り人生の最期ま

で続けることができるためのコミュニティを基盤とするものであり、誰もが尊厳を持って人

生を全うできるように、本人らしい選択ができる環境づくりとその選択を支える地域包括ケ

アの充実に取り組みます。 

高齢期は、医療やケアが必要な状況等の重要な決定を下さなければならない局面を迎える

機会が増えるとともに、認知機能の低下等により本人の意思決定が困難になっていくことも

想定されるため、このような将来を見据えて、人生の最期まで本人が人として尊重される意

思決定を実現できるよう、その支援を行う人材の育成および資質向上の取組を行います。 

さらに、ケアマネジメントにおいて、意思形成・意思表明・意思実現の段階を踏まえた意

思決定支援が行えるよう、関係機関や多職種と連携していきます。 
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Ⅴ 医療と介護の連携推進 
 

１ 医療と介護の連携強化 

医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の

最期まで続けることができるよう、退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取りなど、

様々な局面において、医療・介護の関係機関が連携して、切れ目のない在宅医療・介護連携体

制の構築を図ります。 

また、医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師、地域包括支援センター、介護支援専門員（ケ

アマネジャー）、医療ソーシャルワーカー等の多職種の連携を推進するため、「在宅医療・介護

連携に関する相談窓口」を設置し、相談支援の充実を図ります。さらに在宅医療や介護に関す

る知識等の習得、情報共有に加え、多職種協働によるネットワークの構築により、認知症や多

様な医療と介護、生活支援ニーズをもつ高齢者への対応力を強化する取組を推進します。 

 

 

２ 在宅療養の推進 

高齢者が必要とする医療が適切に提供されるよう、データ分析や社会資源の把握、研修等

を実施する中で課題を把握し、高槻市医師会、高槻市歯科医師会、高槻市薬剤師会等の地域

の職能団体と連携して在宅療養の理解促進に努めます。また、救急医療情報キットの活用、

人生会議の取組等の緊急時や終末期を含む在宅医療・介護サービスに関する情報や知識等の

普及啓発を行い、在宅療養を希望する高齢者が可能な限り住み慣れた場所で生活を送る選択

ができるよう、意思決定を支援する取組の充実を図ります。 

 

 

３ 災害対策・感染症対策の取組強化 

災害や感染症が発生した場合に備え、特に高齢者は安定した生活を維持するための支援が必

要であることを踏まえて、医療と介護の関係者や各専門職の団体、医療機関、介護サービス事

業者、地域包括支援センター等と連携し、情報共有、研修会の開催等を通して災害や感染症へ

の対応力の強化に努めます。 

また、介護サービス等の利用者が被災した場合や感染症に感染した場合でも、一定のサービ

ス提供が可能となるよう、関係者や医療機関と連携しサービス提供体制の構築に努めます。 
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Ⅵ 高齢者の生活を支える人への支援 
 

１ 生活支援の基盤整備と地域づくりの推進 

ひとり暮らし、高齢者世帯等の増加や 75歳以上の後期高齢者、とりわけ 85 歳以上の高齢者

の増加により、高齢者の生活支援ニーズは増加及び多様化しています。今後も後期高齢者は増

加し続け、医療・介護の複合的ニーズを有する高齢者の増加が見込まれる中、健康寿命を延ば

して安心してこれからも馴染みの地域で生活できるよう、介護サービス基盤と医療提供体制の

一体的な整備に並行して、地域の社会資源を効率的・効果的に活用できる日常生活の支援体制

を整備します。 

地域包括ケアシステムの深化・推進において、生活支援の基盤整備は中核を担うものであり、

新たな社会資源・担い手の創出や多様な資源の組み合わせにより、高齢者の生活支援ニーズの

充足とQOL向上に資するよう整備するとともに、生活支援コーディネーターや地域住民との協

働による地域づくりを推進します。  

 

（１）生活支援コーディネーターによる基盤整備の推進 

増大する高齢者の生活支援ニーズに身近な資源や地域で対応できるように、地域の実情に

応じて、生活支援コーディネーターが地域包括支援センターや高齢者を支援する多様な団体、

通いの場、地域住民等と連携し、協議体（高槻市高齢者生活支援ネットワーク協議会）や地

域ケア会議等を活用して、地域課題の把握、改善策の検討及び解決に向けた取組、生活支援

のためのネットワーク構築に取り組みます。 

取組に際しては、地域共生社会の理念を踏まえ、様々な世代や分野の取組及び関係機関（民

間事業者、NPO、ボランティア、社会福祉法人等）と連携し、高齢者を含む地域住民が、豊

かな経験や知識、趣味、生きがい活動を生かして活躍できる機会の創出に努め、協働体制の

充実・強化を図り、活気ある地域づくりを推進します。 

 

（２）生活支援の担い手の養成 

①住民同士の助け合い活動の推進 

地区福祉委員会や地縁組織等の住民主体の活動拠点や介護予防・日常生活支援総合事業の

参加者等から、高齢者の生活支援に関心のある方をボランティア等の担い手活動につなげる

取組を行います。また、住民主体の活動が地域に与える影響・効果を地域の実情に応じて地

域住民に啓発し、地域ごとの住民同士の助け合いの仕組みづくりや新しい活動の創出に向け

て、地域の関係団体等と協働した取組の推進に努めます。 
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②生活支援サポーター事業 

高齢者の日々の生活のちょっとした困りごとに対して短期間支援する生活支援サポータ

ーを養成し、介護保険制度の理念や高齢者の特徴を学ぶ機会として、また、自らの健康づ

くりや介護予防に資するものとして、主体的な活動の機会やサポーター同士の交流機会を

確保します。生活支援サポーター活動について広く周知し、見守りや介護保険制度等では

解決できない困りごとがある高齢者の事業利用を促進します。 

 

（３）地域資源の充実に向けた取組 

協議体（高槻市高齢者生活支援ネットワーク協議会）や地域ケア会議等で把握した地域

資源や地域課題を地域住民や関係機関等と即時に共有し、地域のニーズに対応する取組を検

討します。高齢者の趣味活動や就労的活動の場など、地域で活躍できる機会の創出に積極的

に取り組み、地域住民や関係者に効果的に情報発信します。 

また、生活支援サービスを提供する団体等に対しては、地域のニーズや資源の利便性に

関する地域の声などの情報提供を通じて、生活支援コーディネーターが団体支援を行い、地

域資源の充実を図ります。 

 

 

２ 要介護者と介護に取り組む家族等への支援 

（１）制度周知等の推進 

適切なサービス利用を促進するため、サービスガイドの作成、配布に加え、広報たかつき

や市ホームページ等の様々な広報媒体を活用し、制度周知を図るだけでなく、職員による出

前講座を開催するなど、きめ細かに対応します。特に、地域密着型サービスのうち中重度者

の在宅生活を支える定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護、看護小

規模多機能型居宅介護等の利用促進のため、要介護等認定結果通知書にサービス内容を記載

したお知らせを同封するなど、制度周知を図ります。 

また、高齢障がい者や外国人市民等の方々に配慮し、サービスが適切に利用できるよう利

用者支援に取り組むとともに、点字版サービスガイドや外国人市民向けの生活情報誌の作成・

閲覧など、情報提供を行います。 

社会福祉法人による利用者負担軽減制度については、引き続き市内の全社会福祉法人で実

施するよう働きかけるとともに、制度の周知も図ります。 
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（２）相談支援体制の充実 

高齢者の総合的な相談窓口として設置されている地域包括支援センターの周知に努め、地

域において支援を必要とする人に対する相談支援活動を行うコミュニティソーシャルワーカ

ー（CSW）などの、関係機関の連携・協力のもと、高齢者だけでなく介護に取り組む家族へ

の支援も含めた身近な地域における相談支援体制の充実を図ります。 

また、介護サービス相談員派遣事業を実施し、利用者の疑問や不満・不安の解消を図るこ

とで、苦情の未然防止に努めるとともに、利用者と事業者の橋渡しをすることで、介護サー

ビスの質的な向上及び利用者の自立した日常生活の実現を図ります。なお、介護保険制度に

かかる苦情・相談については、市が直接的かつ総合的な窓口として対応します。加えて、市

での対応が困難な介護サービス等に関する窓口である大阪府国民健康保険団体連合会（以下

「国保連合会」という。）等と連携を図ります。 

 

（３）介護に取り組む家族等への支援 

重度の介護を要する在宅高齢者を介護している家族等に対し、紙おむつ等の介護用品を支

給・配達することにより、介護負担及び経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の

在宅生活の継続を図ります。 

また、ヤングケアラーを含む介護に取り組む家族等が気軽に相談できる体制づくりに努め、

在宅介護の知識や技術等を習得する機会と介護者同士の交流や介護体験を共有できる場を作

り、重度の介護を要する高齢者や認知症高齢者等の介護をしている家族等も、介護者自身の

社会的活動を維持しながら生活が継続できるよう介護の負担感を軽減する取組を行います。 

 

 

３ 福祉・介護人材の確保及び定着支援 

少子高齢化が進展し、今後さらに現役世代の減少が加速することを見据えて、介護サービス

及び地域支援事業に携わる福祉・介護人材を、地域包括ケアシステムを支える人材として、安

定的に確保する取組を総合的に推進する必要があります。 
高槻市介護保険事業者協議会をはじめ、大阪府、ハローワークや関係機関等と連携し、若年

層、中高年齢層、子育て経験者、他業種経験者など様々な人の新規参入を促進する取組の推進

に努めます。特に、就労希望のある高齢者については、生きがいづくりや介護予防の側面から

も就労的活動が重要視されていることから、介護サービス事業者等での活動とのマッチングを

支援します。 
また、福祉・介護人材の離職防止に向けた環境づくり、介護の仕事の魅力向上、介護職員の

処遇改善施策の周知、多様な人材の確保・育成・資質向上に資する研修会等の取組を通じて、

介護職員のやりがいや定着につながる支援に努めます。 

さらに、介護現場の業務負担軽減及び生産性の向上のため、介護サービスの質を確保した上

で、ICTや介護ロボット等のテクノロジーの活用、文書負担軽減や手続きの効率化等に取り組
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むとともに、大阪府と連携し、大阪府が実施する施策に関して事業所へ周知する等協力して取

組を展開します。 

今後も引き続き、介護サービス事業所や医療・介護関係団体等の連携・協力体制の構築に努

めるとともに、地域の特色を踏まえた人材の確保及び資質の向上のための取組を行います。 
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Ⅶ 介護サービス等の充実・強化 
 

１ 介護保険制度の適正・円滑な運営 

（１）介護サービスの充実 

在宅における重度の要介護者、医療ニーズの高い中重度の要介護者、ひとり暮らし又は夫

婦のみの高齢者世帯、認知症の人の増加及び働きながら要介護者等を在宅で介護している家

族等の就労継続や負担軽減の必要性等を踏まえ、介護を必要とする高齢者ができる限り住み

慣れた地域で自立した生活が継続できるよう、地域密着型サービスの基盤整備に努め、地域

における課題や特性に適切に対応できる介護サービス提供体制の充実を図ります。また、地

域密着型サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図るため、自己評価、

外部評価を実施し、利用者支援の観点も踏まえ、結果を公表するように努めます。 

また、地域密着型サービスについて、質の向上を図るため、自己評価及び外部評価の実施

や、結果の公表がなされるよう努めます。介護保険制度の運営に当たっては、高槻市社会福

祉審議会高齢者福祉専門分科会の意見を反映させ、公平・公正な事務運営を確保します。 

 

（２）介護サービス事業者との連携 

介護サービス事業者主体で運営している高槻市介護保険事業者協議会と連携を図りながら、

保険者として情報共有・連絡調整等を必要に応じて行い、介護サービス事業者が提供する介

護サービスの質の向上や連携の強化を図ります。 

 

（３）介護支援専門員（ケアマネジャー）への支援 

利用者のための適切なケアマネジメントが実施できるよう、各種相談・研修会等を通じて

介護支援専門員（ケアマネジャー）に対し、自立支援に資するケアプランの作成を積極的に

推進するとともに、事業者研修会の充実を図り、主任介護支援専門員の定着等の支援を行い

ます。また、地域包括支援センターの主任介護支援専門員からの支援、地域ケア会議等によ

る事例検討等を通じて、地域の介護支援専門員（ケアマネジャー）への相談支援体制の強化

に努めます。 
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２ 適切な要介護等認定の実施 

公平・公正で適切な要介護等認定を実施するため、要介護等認定調査については、日頃の生

活状況等を説明できる人の同席について周知を図ります。あわせて、調査内容の点検を市職員

により全件実施することで、申請者の心身状態の的確な把握に努め、認定調査の適切な実施に

取り組みます。 

また、介護給付適正化事業における要介護等認定の適正化の取組に加え、認定事務の効率化

についても検討するなど、引き続き、要介護等認定を遅延なく適正に実施するために、要介護

等認定体制の強化に努めます。 

 

 

３ サービス事業者への指導・助言 

（１）事業者への指導・助言 

関係法令に基づき、介護サービス事業者等に、人員・設備・事業運営に関する事項や介護

報酬の請求等に関する事項等の指導を行います。具体的には、集合形式等による集団指導や、

事業所での実地等による運営指導を実施するほか、必要に応じて研修会等を実施し、サービ

スの適正な運営と質の向上に取り組みます。 

 

（２）個人情報の適切な利用 

行政、地域包括支援センターや他事業者、関係機関等との、支援や介護が必要な高齢者等

に関する情報共有における、個人情報の収集及び提供等の取扱いについて、関係法令や国の

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等を踏まえ

た厳正な対応に努めます。 
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４ 介護給付適正化の取組の推進 

介護給付の適正化とは、介護給付を必要とする利用者を適切に認定し、利用者が真に必要と

するサービスを事業者が過不足なく適切にサービス提供するよう促すものです。これにより、

利用者に対する適切な介護サービスの確保と、公平・公正なサービスの提供を通じて、介護保

険制度への信頼を高め、持続可能な介護保険制度の構築に効果を発揮します。 

本市においては、令和 5(2023)年 9 月に厚生労働省より発出された「介護給付適正化の計画

策定に関する指針について」による主要事業の再編を踏まえ、主要 3事業（①「要介護等認定

の適正化」、②「ケアプランの点検」・「住宅改修の点検」・「福祉用具購入・貸与調査」、③「医

療情報との突合」・「縦覧点検」）に取り組みます。 

 

①「要介護等認定の適正化」 

認定申請のあった全事案について、認定審査会資料（基本調査・特記事項・主治医意見

書）の不整合の有無や特記事項が適切に記載されているか確認を行い、疑義がある場合に

は、認定調査員、主治医等への確認を行います。さらに居宅介護支援事業所等に委託して

いる更新及び区分変更申請に係る認定調査のうち、一定割合について、市職員による調査

を行います。 

また、認定調査項目別の選択状況や一次判定から二次判定の変更率について、全国・大

阪府との比較分析等の検証を行い、必要に応じて、認定調査員及び介護認定審査会委員へ

の研修を実施することで、要介護等認定の適正化に向けた取組を行います。 

 
②「ケアプランの点検」・「住宅改修の点検」・「福祉用具購入・貸与調査」 

ケアプランについては、厚生労働省が作成した「ケアプラン点検マニュアル」を踏まえ、

居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者に居宅サービス計画、介護予防サービス・支

援計画の提出を求め、保険者の視点から各個別の居宅サービス等が自立につながる適切な

サービスとして、利用者本位の支援で提供されているかを事業者との対話方式で点検しま

す。これにより、介護支援専門員（ケアマネジャー）の気づきを促し、自立支援に資する

ケアマネジメントの実践を支援することで、資質の向上を図ります。また、より効果的な

事業の実施に向けて、個別ケース検討会議との連携など、給付実績及び介護給付適正化シ

ステムの活用と併せて検討を行います。 

住宅改修については、住宅改修が必要な人の状況に応じた適切な改修が行われるように、

事前申請時にその必要性や工事の内容、金額の妥当性等について確認を行います。また、

住宅改修完了後に、適切な改修が行われているか提出書類での確認を行うとともに、必要

に応じて現地調査を行います。 

福祉用具購入・貸与調査については、購入及び貸与された福祉用具が、適切なアセスメ

ントによる利用者の自立支援に資するものであるか、提出書類等で確認を行うとともに、

その必要性や利用状況等を確認し、必要に応じて、福祉用具が適切に利用されているか否

かを現地調査するなど、適切な福祉用具の利用につなげます。 
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③「医療情報との突合」・「縦覧点検」 

国保連合会から提供される帳票をもとに、後期高齢者医療制度及び国民健康保険の入院

情報等と介護保険の給付情報を突合し、給付日数や提供されたサービスの整合性を点検・

確認し、不適切な請求が認められた場合には、その是正を図ります。 

また、国保連合会から提供される帳票をもとに、介護給付の請求内容における算定期間・

回数等や事業者間の整合性を点検・確認し、不適切な請求が認められた場合には、その是

正を図ります。 
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地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、介護需要の高まる令和22(2040)年度を見据え、

被保険者数や要介護等認定者数の推計を行い、介護サービスや日常生活圏域を基本とした地域

密着型サービス、地域支援事業等のサービス量を見込みます。 

 

１ 被保険者数及び要介護等認定者数 

令和 6(2024)年度から令和 8(2026)年度における被保険者数及び要介護等認定者数の見込み

は以下のとおりです。 

【年度別被保険者数の見込み】 

(単位：人) 

 
令和 6 年度 

（2024 年度） 
令和 7 年度 

（2025 年度） 
令和 8 年度 

（2026 年度） 
令和 22 年度 
（2040 年度） 

被保険者数見込み 216,129 215,658 214,256 193,181 

 
第 1 号被保険者数 

（65 歳以上） 
102,115 101,886 101,747 108,183 

 
第 2 号被保険者数 

（40～64 歳） 
114,014 113,772 112,509 84,998 

（地域包括ケア「見える化システム」）

102,115 101,886 101,747 108,183

114,014 113,772 112,509 84,998

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

令和6年度

(2024年度)

令和7年度

(2025年度)

令和8年度

(2026年度)

令和22年度

(2040年度)

【年度別被保険者数の見込み】

第1号被保険者数(65歳以上) 第2号被保険者数(40～64歳)

（人）
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【要介護等認定者数及び認定率の見込み】 

(単位：人) 

 令和 6 年度 
（2024 年度） 

令和 7 年度 
（2025 年度） 

令和 8 年度 
（2026 年度） 

令和 22 年度
（2040 年度） 

要介護等認定者数 20,763 21,445 22,039 25,905 

 要支援 1 4,964 5,085 5,189 5,494 

 要支援 2 2,900 2,959 3,027 3,329 

 要介護 1 3,858 4,011 4,154 4,863 

 要介護 2 2,534 2,617 2,695 3,314 

 要介護 3 2,417 2,501 2,562 3,151 

 要介護 4 2,316 2,435 2,531 3,401 

 要介護 5 1,774 1,837 1,881 2,353 

認定率 20.3％ 21.0％ 21.7％ 23.9％ 

※認定率＝第 1 号被保険者の要介護等認定者数／第 1 号被保険者数     （地域包括ケア「見える化システム」） 
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２ 日常生活圏域の設定 

（１）日常生活圏域とは 

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができるように、地理的条件、人口、交通

事情その他の社会的条件、介護サービスの需給バランス等を総合的に勘案し、保険者ごとに

市町村内をいくつかの日常生活の圏域に分け、その圏域ごとに地域密着型サービスのサービ

ス量を見込み、その見込み量の確保のための方策を講じます。 

 

（２）日常生活圏域の概要 

圏域名 圏域の概要 

高槻北 

圏域 

JR高槻駅北側の中心市街地及び穏やかな農山村集落と昭和40年代に開発さ

れた住宅街とが並立する圏域です。 

高齢化率は 29.5％で、認定率は 18.8％です。介護老人福祉施設（特別養護

老人ホーム）が 7か所、介護老人保健施設が 3か所、グループホームが 12 か

所あります。短期入所生活介護（ショートステイ）事業所が多い地区です。 

高槻東 

圏域 

市の東南部に位置し、市の中心市街地や田園地区、工場、大規模店舗、住

宅開発が混在する圏域です。 

高齢化率は 28.1％で、認定率は 20.6％です。介護老人福祉施設（特別養護

老人ホーム）が 6か所、介護老人保健施設が 3か所、グループホームが 13 か

所あります。訪問介護事業所、訪問看護事業所、通所介護事業所、居宅介護

支援事業所も多く、市内で最も介護サービス事業所の数が多い地区です。 

高槻南 

圏域 

市の南西部に位置し、JR 摂津富田駅南側の市街地及び田園地帯に住宅の立

地が進んだ圏域です。 

高齢化率は 32.7％と高く、認定率は 20.4％です。介護老人福祉施設（特別

養護老人ホーム）が 6か所、介護老人保健施設が 1か所、グループホームが 8

か所あります。訪問介護事業所、通所介護事業所、居宅介護支援事業所が比

較的多い地区です。 

高槻西 

圏域 

市域の北西部に位置しており、JR 摂津富田駅北側及び山間部には住宅地や

複数の大学などの教育機関が広がる地域です。 

高齢化率は 27.1％と比較的低く、認定率は 18.0％です。介護老人福祉施設

（特別養護老人ホーム）が 7 か所、介護老人保健施設が 1 か所、グループホ

ームが 7か所、養護老人ホームが 2か所あります。 

※介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は地域密着型介護老人福祉施設も含んでいます。 
※認定率＝第 1 号被保険者の要介護等認定者数／第 1 号被保険者数  
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　 　※認定者数については、第2号被保険者を含む。

　※圏域ごとの認定者数については、住所地特例者（市外施設入所者）を除く。

　

（令和5(2023)年9月末現在）

芥
川

淀
川

JR京都線

名神高速道路

①高槻北圏域

④高槻西圏域

②高槻東圏域

③高槻南圏域

●人口 113,129人
(32.6％）

●65歳以上人口 31,801人
(28.1％)

前期高齢者 12,523人
(11.1％)

後期高齢者 19,278人
(17.0％)

●認定者数 6,674人

●サービス事業所 275か所
(内、地域包括支援センター 5か所)

●人口 79,791人
(23.0％)

●65歳以上人口 26,074人
(32.7％)

前期高齢者 10,116人
(12.7％)

後期高齢者 15,958人

(20.0％)
●認定者数 5,435人

●サービス事業所 192か所
(内、地域包括支援センター 2か所)

●人口 61,814人
(17.8％)

●65歳以上人口 16,724人
(27.1％)

前期高齢者 7,213人

(11.7％)
後期高齢者 9,511人

(15.4％)
●認定者数 3,080人

●サービス事業所 112か所
(内、地域包括支援センター 2か所)

●人口 92,510人
(26.6％)

●65歳以上人口 27,293人

(29.5％)
前期高齢者 11,124人

(12.0％)

後期高齢者 16,169人
(17.5％)

●認定者数 5,222人

●サービス事業所 152か所
(内、地域包括支援センター 3か所)

●人口 347,244人 ●65歳以上人口 101,892人
（29.3％）

前期高齢者 40,976人
(11.8％）

後期高齢者 60,916人
（17.5％）

●認定者数 20,944人
(住所地特例者含む)

●65歳以上の認定者数 20,570人
(住所地特例者含む)

●認定率 20.2％
●サービス事業所 731か所
（内、地域包括支援センター 12か所）

日常生活圏域図
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３ サービス量の見込み及び施設整備 

（１）介護サービス見込み量算出の流れ 

介護保険事業の運営にあたり、計画期間における要介護等認定者数を適切に見込み、その

前提のもとに各サービスの利用見込み量を求めます。 

本計画では、次の手順に沿って、介護サービス量の見込みを算出しました。 

 

【サービス見込み量の算出手順の概要】 
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（２）施設・居住系・居宅サービス見込み量の推計 

①施設・居住系サービスの利用見込み量 

令和 6(2024)年度から令和 8(2026)年度までの施設・居住系サービスの利用者数について

は、現在の利用実績、施設整備状況をもとに、以下のとおり利用者数を見込んでいます。 

 

【施設サービス】 

  （単位:人/月） 

 
令和 6 年度 

（2024 年度） 
令和 7 年度 

（2025 年度） 
令和 8 年度 

（2026 年度） 

施設サービス利用者数 2,006 2,109 2,216 

 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 
1,227 1,290 1,355 

介護老人保健施設 762 800 842 

介護医療院 17 19 19 

 

 

【居住系サービス】 

(単位：人/月) 

 
令和 6 年度 

（2024 年度） 
令和 7 年度 

（2025 年度） 
令和 8 年度 

（2026 年度） 

居住系サービス利用者数 940 973 1,002 

 

特定施設入居者生活介護 775 805 829 

介護予防特定施設入居者生活介護 165 168 173 
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② 居宅サービスの利用見込み量 

令和 3(2021)年度から令和 5(2023)年度の居宅介護サービス・介護予防サービスの利用実

績、1 人あたりのサービス利用回数(日数)等を勘案し、令和 6(2024)年度から令和 8(2026)

年度までのサービス量を以下のとおり見込んでいます。 

 

【居宅介護サービス】 

 

 
令和 6 年度 

（2024 年度） 
令和 7 年度 

（2025 年度） 
令和 8 年度 

（2026 年度） 

居宅サービス     

 
訪問介護 

回／年 2,134,746 2,189,596 2,224,524 

 人／年 47,184 48,552 49,608 

 
訪問入浴介護 

回／年 13,806 14,436 14,928 

 人／年 2,928 3,060 3,168 

 
訪問看護 

回／年 292,238 304,580 315,134 

 人／年 33,780 35,220 36,468 

 
訪問リハビリテーション 

回／年 34,765 36,283 37,496 

 人／年 3,108 3,240 3,348 

 居宅療養管理指導 人／年 53,604 54,456 55,536 

 
通所介護 

回／年 321,398 331,288 339,596 

 人／年 35,568 36,672 37,608 

 
通所リハビリテーション 

回／年 114,840 119,411 123,683 

 人／年 14,436 15,012 15,552 

 
短期入所生活介護 

日／年 64,848 67,442 69,962 

 人／年 7,560 7,860 8,148 

 
短期入所療養介護（老健） 

日／年 24,284 25,315 26,346 

 人／年 2,904 3,024 3,144 

 
短期入所療養介護（病院等） 

日／年 2,956 3,079 3,364 

 人／年 348 360 396 

 福祉用具貸与 人／年 76,032 79,224 81,948 

 特定福祉用具販売 人／年 948 972 1,020 

住宅改修 人／年 912 948 1,008 

居宅介護支援 人／年 104,748 105,828 108,384 

※各サービスの「回／年」「人／年」「日／年」については、1 か月あたりの利用回数、利用人数、利用日数の見込

みを、令和 3(2021)年度から令和 5(2023)年度の利用実績の推移から推計し（小数点以下まで計算）、これに 12 か

月を乗じ、小数点以下四捨五入した数値を表記しています。 
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【介護予防サービス】 

 

 
令和 6 年度 

（2024 年度） 
令和 7 年度 

（2025 年度） 
令和 8 年度 

（2026 年度） 

介護予防サービス 

 
介護予防訪問入浴介護 

回／年 56 56 56 

 人／年 24 24 24 

 
介護予防訪問看護 

回／年 42,295 43,313 44,188 

 人／年 6,936 7,104 7,248 

 
介護予防訪問リハビリテーション 

回／年 11,418 11,694 11,948 

 人／年 1,068 1,092 1,116 

 介護予防居宅療養管理指導 人／年 5,232 5,352 5,448 

 介護予防通所リハビリテーション 人／年 8,688 8,880 9,060 

 
介護予防短期入所生活介護 

日／年 937 937 937 

 人／年 240 240 240 

 介護予防短期入所療養介護 

（老健） 

日／年 224 224 224 

 人／年 48 48 48 

 介護予防短期入所療養介護 

（病院等） 

日／年 132 132 132 

 人／年 48 48 48 

 介護予防福祉用具貸与 人／年 38,532 39,372 40,200 

 特定介護予防福祉用具販売 人／年 792 816 828 

介護予防住宅改修 人／年 1,344 1,404 1,416 

介護予防支援 人／年 47,244 48,276 49,284 

※各サービスの「回／年」「人／年」「日／年」については、1 か月あたりの利用回数、利用人数、利用日数の見込み

を、令和 3(2021)年度から令和 5(2023）年度の利用実績の推移から推計し（小数点以下まで計算）、これに 12 か月

を乗じ、小数点以下四捨五入した数値を表記しています。 
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（３）地域密着型サービス見込み量の推計 

日常生活圏域ごとの地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービスの令和 6(2024)年

度から令和 8(2026)年度までの利用見込み量は、日常生活圏域ごとの利用実績、圏域の特性

を踏まえた介護サービス提供基盤の整備目標等を勘案し、以下のとおり見込んでいます。 

 

【地域密着型サービス】 

 
令和 6 年度 
(2024 年度) 

令和 7 年度 
(2025 年度) 

令和 8 年度 
(2026 年度) 

高
槻
北
圏
域 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人／年 70 72 75 

夜間対応型訪問介護 人／年 16 16 16 

認知症対応型通所介護 
回／年 3,584 3,721 3,839 

人／年 400 415 428 

小規模多機能型居宅介護 人／年 310 322 334 

看護小規模多機能型居宅介護 人／年 148 150 157 

認知症対応型共同生活介護 人／年 2,471 2,639 2,713 

地域密着型特定施設入居者生活介護 人／年 213 225 231 

地域密着型介護老人福祉施設 
入所者生活介護 

人／年 617 692 766 

高
槻
東
圏
域 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人／年 102 108 111 

夜間対応型訪問介護 人／年 24 24 24 

認知症対応型通所介護 
回／年 5,376 5,582 5,758 

人／年 598 620 641 

小規模多機能型居宅介護 人／年 464 482 500 

看護小規模多機能型居宅介護 人／年 148 150 157 

認知症対応型共同生活介護 人／年 2,471 2,639 2,713 

地域密着型特定施設入居者生活介護 人／年 213 225 231 

地域密着型介護老人福祉施設 
入所者生活介護 

人／年 617 692 766 

高
槻
南
圏
域 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人／年 70 72 75 

夜間対応型訪問介護 人／年 16 16 16 

認知症対応型通所介護 
回／年 7,168 7,442 7,677 

人／年 798 830 855 

小規模多機能型居宅介護 人／年 310 322 334 

看護小規模多機能型居宅介護 人／年 96 102 105 

認知症対応型共同生活介護 人／年 1,442 1,539 1,582 

地域密着型特定施設入居者生活介護 人／年 213 225 231 

地域密着型介護老人福祉施設 
入所者生活介護 

人／年 927 1,037 1,149 
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令和 6 年度 
(2024 年度) 

令和 7 年度 
(2025 年度) 

令和 8 年度 
(2026 年度) 

高
槻
西
圏
域 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人／年 70 72 75 

夜間対応型訪問介護 人／年 16 16 16 

認知症対応型通所介護 
回／年 3,584 3,721 3,839 

人／年 400 415 428 

小規模多機能型居宅介護 人／年 464 482 500 

看護小規模多機能型居宅介護 人／年 148 150 157 

認知症対応型共同生活介護 人／年 1,236 1,319 1,356 

地域密着型特定施設入居者生活介護 人／年 213 225 231 

地域密着型介護老人福祉施設 
入所者生活介護 

人／年 1,235 1,383 1,531 

市
域
全
体 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人／年 312 324 336 

夜間対応型訪問介護 人／年 72 72 72 

認知症対応型通所介護 
回／年 19,712 20,466 21,113 

人／年 2,196 2,280 2,352 

小規模多機能型居宅介護 人／年 1,548 1,608 1,668 

看護小規模多機能型居宅介護 人／年 540 552 576 

認知症対応型共同生活介護 人／年 7,620 8,136 8,364 

地域密着型特定施設入居者生活介護 人／年 852 900 924 

地域密着型介護老人福祉施設 
入所者生活介護 

人／年 3,396 3,804 4,212 

地域密着型通所介護 
回／年 155,302 161,490 166,882 

人／年 17,280 17,964 18,564 

※各サービスの「回／年」「人／年」については、1 か月あたりの利用回数、利用人数の見込みを、令和 3(2021)年度

から令和 5(2023)年度の利用実績の推移から推計し（小数点以下まで計算）、これに 12 か月を乗じ、小数点以下四

捨五入した数値を表記しています。 

※地域密着型通所介護については、市域全体でのサービス利用見込み量を掲載しています。 
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【地域密着型介護予防サービス】 

 
令和 6 年度 
(2024 年度) 

令和 7 年度 
(2025 年度) 

令和 8 年度 
(2026 年度) 

高
槻
北
圏
域 

介護予防認知症対応型通所介護 
回／年 14 14 14 

人／年 4 4 4 

介護予防小規模多機能型居宅介護 人／年 31 34 36 

介護予防認知症対応型共同生活介護 人／年 12 12 15 

高
槻
東
圏
域 

介護予防認知症対応型通所介護 
回／年 21 21 21 

人／年 7 7 7 

介護予防小規模多機能型居宅介護 人／年 47 50 54 

介護予防認知症対応型共同生活介護 人／年 12 12 15 

高
槻
南
圏
域 

介護予防認知症対応型通所介護 
回／年 27 27 27 

人／年 9 9 9 

介護予防小規模多機能型居宅介護 人／年 31 34 36 

介護予防認知症対応型共同生活介護 人／年 6 6 9 

高
槻
西
圏
域 

介護予防認知症対応型通所介護 
回／年 14 14 14 

人／年 4 4 4 

介護予防小規模多機能型居宅介護 人／年 47 50 54 

介護予防認知症対応型共同生活介護 人／年 6 6 9 

市
域
全
体 

介護予防認知症対応型通所介護 
回／年 76 76 76 

人／年 24 24 24 

介護予防小規模多機能型居宅介護 人／年 156 168 180 

介護予防認知症対応型共同生活介護 人／年 36 36 48 

※各サービスの「回／年」「人／年」については、1 か月あたりの利用回数、利用人数の見込みを、令和 3(2021）年度

から令和 5(2023)年度の利用実績の推移から推計し（小数点以下まで計算）、これに 12 か月を乗じ、小数点以下四

捨五入した数値を表記しています。 
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（４）介護基盤の整備 

介護サービス提供基盤の整備を以下のとおり見込んでいます。地域密着型サービスは、日

常生活圏域ごとに必要利用定員総数及び整備目標を計画しています。 

本市においては、地域密着型介護老人福祉施設及び介護保険施設の個室・ユニット型の割

合が 48.2％、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は

66.3％です。「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」

において、地域密着型介護老人福祉施設及び介護保険施設の個室・ユニット型の割合を 50％

以上、特に地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は、

70％以上を目標とすることが示されており、本市においてもこれを目指します。 

 

【広域型施設】 

施設種類 
令和 5 年度 
（2023 年度） 

（見込み） 

令和 6 年度 
（2024 年度） 

令和 7 年度 
（2025 年度） 

令和 8 年度 
（2026 年度） 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

箇所数 15 15 15 15 

定員数 1,270 1,278(8) 1,278 1,278 

介護老人保健施設 
箇所数 8 8 8 8 

定員数 742 742 742 742 

介護医療院 
箇所数 0 0 0 0 

定員数 0 0 0 0 

特定施設入居者生活介護 
箇所数 12 12 12 12 

定員数 728 732(4) 732 732 

 

①養護老人ホーム 
箇所数 1 1 1 1 

定員数 10 10 10 10 

②軽費老人ホーム 

（ケアハウス） 

箇所数 2 2 2 2 

定員数 90 90 90 90 

③有料老人ホーム 

箇所数 7 7 7 7 

定員数 

（特定） 
485 485 485 485 

定員数 

（総数） 
1,358 - - - 

④サービス付き 

高齢者向け住宅 

箇所数 2 2 2 2 

定員数 

（特定） 
143 147(4) 147 147 

定員数 

（総数） 
750 - - - 

※数値は当該年度末時点の累計値の見込みを記載しています。 

※網掛け部分は新たに整備を見込んでおり、括弧内に整備数を記載しています。 

※特定施設入居者生活介護は、各施設の総定員数、特定施設入居者生活介護サービスの指定を受けている施設数・ 

定員数を記載しています。 

     ※③④については、届出制、登録制であるため、定員数（総数）の整備目標を定めていません。 
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【地域密着型サービス】 

サービス種類 
令和 5 年度 
（2023 年度） 

（見込み） 

令和 6 年度 
（2024 年度） 

令和 7 年度 
（2025 年度） 

令和 8 年度 
（2026 年度） 

高
槻
北
圏
域 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 

箇所数 - - - - 

定員数 - - - - 

小規模多機能型居宅介護 
箇所数 2 2 2 2 

定員数 50 50 50 50 

看護小規模多機能型居宅介護 
箇所数 1 1 1 1 

定員数 29 29 29 29 

認知症対応型共同生活介護 
箇所数 12 12 12 12 

定員数 177 178(1) 178 178 

地域密着型 

特定施設入居者生活介護 

箇所数 1 1 1 1 

定員数 20 20 20 20 

地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護 

箇所数 2 2 2 3(1) 

定員数 58 58 58 87(29) 

高
槻
東
圏
域 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 

箇所数 1 1 1 1 

定員数 - - - - 

小規模多機能型居宅介護 
箇所数 3 3 3 3 

定員数 79 79 79 79 

看護小規模多機能型居宅介護 
箇所数 1 1 1 1 

定員数 25 25 25 25 

認知症対応型共同生活介護 
箇所数 13 13 14(1) 14 

定員数 207 207 225(18) 225 

地域密着型 

特定施設入居者生活介護 

箇所数 1 1 1 1 

定員数 20 20 20 20 

地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護 

箇所数 2 2 3(1) 3 

定員数 58 58 87(29) 87 

高
槻
南
圏
域 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 

箇所数 - - - - 

定員数 - - - - 

小規模多機能型居宅介護 
箇所数 2 2 2 2 

定員数 50 50 50 50 

看護小規模多機能型居宅介護 
箇所数 - - - - 

定員数 - - - - 

認知症対応型共同生活介護 
箇所数 8 9(1) 9 9 

定員数 135 153(18) 153 153 

地域密着型 

特定施設入居者生活介護 

箇所数 1 1 1 1 

定員数 20 20 20 20 

地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護 

箇所数 3 3 3 3 

定員数 87 87 87 87 
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サービス種類 
令和 5 年度
（2023 年度）
（見込み） 

令和 6 年度
（2024 年度） 

令和 7 年度
（2025 年度） 

令和 8 年度
（2026 年度） 

高
槻
西
圏
域 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 

箇所数 - - - - 

定員数 - - - - 

小規模多機能型居宅介護 
箇所数 3 3 3 3 

定員数 75 75 75 75 

看護小規模多機能型居宅介護 
箇所数 1 1 1 1 

定員数 29 29 29 29 

認知症対応型共同生活介護 
箇所数 7 7 7 7 

定員数 106 106 106 106 

地域密着型 

特定施設入居者生活介護 

箇所数 1 1 1 1 

定員数 29 29 29 29 

地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 

箇所数 4 4 4 4 

定員数 116 116 116 116 

市
域
全
体 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 

箇所数 1 1 1 1 

定員数 - - - - 

小規模多機能型居宅介護 
箇所数 10 10 10 10 

定員数 254 254 254 254 

看護小規模多機能型居宅介護 
箇所数 3 3 3 3 

定員数 83 83 83 83 

認知症対応型共同生活介護 
箇所数 40 41(1) 42(1) 42 

定員数 625 644(19) 662(18) 662 

地域密着型 

特定施設入居者生活介護 

箇所数 4 4 4 4 

定員数 89 89 89 89 

地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 

箇所数 11 11 12(1) 13(1) 

定員数 319 319 348(29) 377(29) 

※数値は当該年度末時点の累計値の見込みを記載しています。 

※網掛け部分は新たに整備を見込んでおり、括弧内に整備数（増床分含む）を記載しています。 

※サービス整備圏域内での整備が困難な場合は、サービスの提供を優先し、必ずしも圏域にこだわらず、他の圏域での

整備も含めた柔軟な整備に努めます。 

※夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護については、整備目標を定めていません。 
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（５）地域支援事業の見込み量 

令和 3(2021)年度から令和 5(2023)年度の地域支援事業の実績を踏まえ、各事業の見込み

量を以下のとおり見込んでいます。 

 

令和6年度
(2024年度)

令和7年度
(2025年度)

令和8年度
(2026年度)

一般介護予防事業

実施回数 1,400回 1,450回 1,500回

参加人数 27,000人 28,000人 29,000人

地域介護予防活動支援事業

実施回数 1,500回 1,550回 1,600回

参加人数 13,000人 13,500人 14,000人

実施回数 950回 1,000回 1,050回

参加人数 16,000人 17,000人 18,000人

参加人数 7,000人 7,500人 8,000人

訪問型サービス

介護予防訪問サービス 人/年 26,787人 29,466人 32,412人

生活援助訪問サービス 回/年 1,465回 1,612回 1,773回

通所型サービス

介護予防通所サービス 人/年 34,187人 37,606人 41,367人

短時間通所サービス 回/年 224回 246回 271回

介護予防ケアマネジメント 人/年 27,767人 30,544人 33,598人

地域包括支援センター運営事業

総合相談・権利擁護事業

包括的・継続的ケアマネジメント事業

在宅医療・介護連携推進事業

医療介護連携相談窓口 設置数 1か所 1か所 1か所

多職種連携研修・会議 開催回数 1回 1回 1回

認知症総合対策事業

チーム数 1チーム 1チーム 1チーム

認知症地域支援推進員 人数 2人 2人 2人

利用者 45人 50人 55人

登録者数 380人 400人 420人

認知症サポーター 延べ養成人数 31,500人 33,000人 34,500人

生活支援体制整備事業

開催回数 3回 3回 3回

生活支援コーディネーター 人数 3人 3人 3人

地域ケア推進会議運営事業

家族介護継続支援事業

家族介護用品の支給 利用者 90人 90人 90人

その他事業

申立件数 30件 30件 30件

派遣箇所 100か所 125か所 150か所

食数 102,000食 102,000食 102,000食

利用者 600人 600人 600人

協議体（高槻市高齢者生活支援ネットワーク協議会）

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
総
合
事
業

任
意
事
業

包
括
的
支
援
事
業

成年後見制度利用支援事業

配食サービス

介護サービス相談員の派遣

行方不明高齢者家族支援サービス

介護給付適正化事業

地域包括ケア推進会議、圏域ケア会議、
個別ケース検討会議を実施

主要3事業を実施

地域ケア会議

介護予防活動通所型
(街かどデイハウス)

地域活動組織への支援等

介護予防普及啓発事業

高齢者の健康づくり事業
(健幸ポイント)

介護予防・生活支援サービス事業

行方不明高齢者SOSネットワーク

地域包括支援センターにて実施

認知症初期集中支援チーム

 



第６章 介護保険・地域支援事業のサービス量の見込み 

- 79 - 

４ サービス種類ごとの給付費の見込み 

（１）介護（予防）給付の見込み額 

令和 6(2024)年度から令和 8(2026)年度までの介護（予防）給付費を以下のとおり見込ん

でいます。 

 

【介護給付費】 

（単位：千円） 

 
令和 6 年度 
（2024 年度） 

令和 7 年度 
（2025 年度） 

令和 8 年度 
（2026 年度） 

居宅サービス 

 

訪問介護 5,758,058 5,913,834 6,008,976 

訪問入浴介護 179,875 188,314 194,735 

訪問看護 1,380,630 1,440,864 1,490,755 

訪問リハビリテーション 111,798 116,809 120,709 

居宅療養管理指導 894,100 910,415 927,932 

通所介護 2,526,163 2,604,983 2,666,144 

通所リハビリテーション 1,117,423 1,164,740 1,206,739 

短期入所生活介護 609,587 634,800 658,729 

短期入所療養介護 332,581 347,147 362,717 

特定施設入居者生活介護 1,941,350 2,019,428 2,079,542 

福祉用具貸与 1,120,203 1,168,815 1,209,007 

特定福祉用具販売 32,531 33,339 34,990 
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（単位：千円） 

 
令和 6 年度 
（2024 年度） 

令和 7 年度 
（2025 年度） 

令和 8 年度 
（2026 年度） 

地域密着型サービス 

 定期巡回･随時対応型訪問介護看護 64,896 68,251 69,261 

 夜間対応型訪問介護 2,809 2,813 2,813 

 認知症対応型通所介護 213,886 222,691 229,762 

 小規模多機能型居宅介護 332,873 347,848 360,409 

 認知症対応型共同生活介護 2,100,013 2,245,397 2,308,113 

 地域密着型特定施設入居者生活介護 181,582 192,850 197,600 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 1,023,286 1,147,864 1,270,542 

 看護小規模多機能型居宅介護 144,301 148,227 154,416 

 地域密着型通所介護 1,298,664 1,352,941 1,397,989 

住宅改修 55,695 57,879 61,587 

居宅介護支援 1,802,973 1,826,069 1,868,453 

施設サービス 

 
介護老人福祉施設 4,140,651 4,358,139 4,577,683 

介護老人保健施設 2,847,183 2,993,187 3,150,393 

 介護医療院 83,861 92,898 92,898 

【Ⅰ】小計（介護サービス） 30,296,972 31,600,542 32,702,894 
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【介護予防給付費】 

（単位：千円） 

 

令和 6 年度 
（2024 年度） 

令和 7 年度 
（2025 年度） 

令和 8 年度 
（2026 年度） 

介護予防サービス 

 

介護予防訪問入浴介護 540 540 540 

介護予防訪問看護 184,754 189,435 193,259 

介護予防訪問リハビリテーション 34,486 35,375 36,143 

介護予防居宅療養管理指導 63,750 65,300 66,463 

介護予防通所リハビリテーション 284,995 291,605 297,322 

介護予防短期入所生活介護 6,331 6,339 6,339 

介護予防短期入所療養介護 3,202 3,206 3,206 

介護予防特定施設入居者生活介護 150,303 153,113 158,091 

介護予防福祉用具貸与 225,545 230,392 235,287 

特定介護予防福祉用具販売 20,213 20,881 21,169 

地域密着型介護予防サービス 

 介護予防認知症対応型通所介護 557 558 558 

 介護予防小規模多機能型居宅介護 11,079 12,171 13,248 

 介護予防認知症対応型共同生活介護 8,388 8,399 11,199 

介護予防住宅改修 96,590 100,826 101,731 

介護予防支援 235,436 240,883 245,913 

【Ⅱ】小計（介護予防サービス） 1,326,169 1,359,023 1,390,468 

 

 

【総給付費】 

（単位：千円） 

 
令和 6 年度 
（2024 年度） 

令和 7 年度 
（2025 年度） 

令和 8 年度 
（2026 年度） 

総給付費（合計） 

【Ⅰ】＋【Ⅱ】 
31,623,141 32,959,565 34,093,362 
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（２）地域支援事業の見込み額 

令和 6(2024)年度から令和 8(2026)年度までの地域支援事業費を以下のとおり見込んでい

ます。 

（単位：千円）

令和6年度
(2024年度)

令和7年度
(2025年度)

令和8年度
(2026年度)

一般介護予防事業

介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動支援事業

6,651 7,316 8,048

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

介護予防訪問サービス 520,973 573,070 630,377

生活援助訪問サービス 2,247 2,472 2,719

通所型サービス

介護予防通所サービス 821,892 904,081 994,489

短時間通所サービス 715 786 865

介護予防ケアマネジメント 136,500 150,150 165,165

10,084 11,092 12,202

1,581,803 1,739,983 1,913,982

地域包括支援センター運営事業

総合相談・権利擁護事業

高齢者虐待防止支援事業 253 265 278

在宅医療・介護連携推進事業 4,573 4,802 5,042

認知症総合対策事業

9,900 10,395 10,915

13,000 13,650 14,332

その他の事業 3,959 4,157 4,365

生活支援体制整備事業 21,825 22,916 24,062

地域ケア推進会議運営事業 4,679 4,913 5,159

479,141 503,098 528,253

7,862 8,256 8,669

家族介護継続支援事業

家族介護用品支給事業 6,329 6,329 6,329

その他事業

10,471 10,995 11,545

7,354 7,722 8,109

47,305 49,671 52,155

4,850 5,093 5,348

84,171 88,066 92,155

563,312 591,164 620,408

2,145,115 2,331,147 2,534,390

【Ｃ】：任意事業費合計

包括的支援事業費【Ｂ】＋任意事業費【Ｃ】

地域支援事業費合計（【Ａ】＋【Ｂ】＋【Ｃ】）

任
意
事
業

介護給付適正化事業

成年後見制度利用支援事業

介護サービス相談員派遣事業

配食サービス事業

その他事業

包括的・継続的ケアマネジメント事業

重
点
化
項
目

（

包
括
的
支
援
事
業
）

認知症初期集中支援チーム設置事業

認知症地域支援推進員設置事業

442,000 464,100

【Ｂ】：包括的支援事業費合計

その他

【Ａ】：介護予防・日常生活支援総合事業費合計

包
括
的

支
援
事
業

420,952

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
総
合
事
業

82,742 91,016 100,118

高齢者健康づくり事業
（健幸パスポート）

※ 数値は千円未満を四捨五入しているため計は一致しない場合があります。 
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（３）標準給付費及び地域支援事業費の見込み額 

令和 6(2024)年度から令和 8(2026)年度までの標準給付費及び地域支援事業費を以下のと

おり見込んでいます。 

 

（単位：千円） 

  
令和 6 年度 
（2024 年度） 

令和 7 年度 
（2025 年度） 

令和 8 年度 
（2026 年度） 

合計 

総給付費 31,623,141 32,959,565 34,093,362 98,676,068 

特定入所者介護サービス費等 

給付額（財政影響額調整後） 
588,476 608,152 624,714 1,821,343 

  給付額 580,284 598,929 615,239 1,794,453 

  見直しに伴う財政影響額 8,192 9,224 9,475 26,890 

高額介護サービス費等 

給付額（財政影響額調整後） 
1,015,430 1,049,577 1,078,159 3,143,165 

  給付額 999,217 1,031,322 1,059,407 3,089,946 

  見直しに伴う財政影響額 16,213 18,255 18,752 53,220 

高額医療合算介護サービス費等 

給付額 
149,272 154,068 158,263 461,603 

算定対象審査支払手数料 33,835 34,922 35,873 104,631 

  審査支払手数料支払件数(件） 719,898 743,029 763,264 2,226,191 

標準給付費見込額(A) 33,410,154 34,806,284 35,990,372 104,206,810 

 

地域支援事業費(B) 2,145,115 2,331,147 2,534,390 7,010,652 

 

合計(A+B) 

（標準給付費＋地域支援事業費） 
35,555,269 37,137,431 38,524,762 111,217,462 

※ 数値は千円未満を四捨五入しているため計は一致しない場合があります。 
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５ 費用額・保険料額の算出方法 

（１）介護保険制度の財源構成 

介護保険制度の財源構成は、サービス利用時の利用者負担を除いて、保険料と公費が 50％

ずつを占めています。本計画期間においては、介護保険給付費と地域支援事業費の合計額の

23％を第 1 号被保険者(65 歳以上の方)、介護保険給付費と地域支援事業のうち介護予防・日

常生活支援総合事業の 27％を第 2 号被保険者(40～64 歳の方)が負担することとなっていま

す。 

【介護保険給付費の財源構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域支援事業費の財源構成】 

 

  

※調整交付金 

国が市区町村間の介護保険財政格差を是正するために以下を考慮して交付するもの。調整交付金の交付割合の変動

にともない、第 1 号被保険者の保険料の負担割合（23％）も変動します。本市においては交付割合を令和 3(2021)年度

から令和 5(2023)年度の実績を勘案して見込んでいます。 

① 後期高齢者（75 歳以上の方）の割合（後期高齢者加入割合補正係数として保険料算出時に加味されます） 

② 高齢者の所得分布の状況（所得段階別加入割合補正係数として保険料算出時に加味されます） 

③ 災害時の保険料減免などの特殊な場合 
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高齢者人口（第 1 号被保険者数）の 

令和 6(2024)年度から令和 8(2026)年度の推移の把握 

 

 

 

 

 

 

3 年間（令和 6(2024)～8(2026)年度）におけるサービス等の費用見込みの推計 

 
（3年間の標準給付費  ＋  地域支援事業費） × 23％ 

第 1号被保険者負担分相当額 

第 1号被保険者負担分相当額  ＋  (調整交付金相当額【※1】  －  調整交付金見込額） 

－  介護給付費等準備基金取崩額 

保険料収納必要額 

 
保険料収納必要額  ÷  予定保険料収納率  ÷  3 年間の所得段階別加入割合補正後被保険者数合計 

保険料基準額（年額） 

 
保険料基準額（年額） ÷ 12か月 

保険料基準額（月額） 

施設サービス 

※１ 標準給付費と介護予防・日常生活支援総合事業費の 5％  
保険料収納必要額欄は、本計画において該当する項目のみ記載しています。 

居住系サービス 

地域密着型サービス 在宅サービス 

利用人数・利用回数より給付費を算出 

地域支援事業 

サービス量の推計 
費用額の推計 

第 1 号被保険者保険料基準額（月額）の算出の考え方 
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（２）保険料収納必要額 

本計画期間においては、標準給付費見込額と地域支援事業費の合計額の 23％を基準に、第

1号被保険者の保険料で負担する保険料収納必要額を算出します。 

 

【保険料収納必要額】 

（単位：千円） 

 令和 6 年度 

（2024 年度） 
令和 7 年度 
（2025 年度） 

令和 8 年度 

（2026 年度） 

① 標準給付費見込額 33,410,154 34,806,284 35,990,372 

② 地域支援事業費 2,145,115 2,331,147 2,534,390 

 
介護予防・日常生活支援 
総合事業費 

1,581,803 1,739,983 1,913,982 

 
包括的支援事業・ 
任意事業費 

563,312 591,164 620,408 

③ 調整交付金見込額 2,015,537 2,240,286 2,387,974 

 調整交付金見込交付割合 5.76％ 6.13％ 6.30％ 

④財政安定化基金拠出金見込額 － － － 

⑤財政安定化基金償還金 － － － 

⑥市町村特別給付費等 － － － 

⑦介護保険給付費等準備基金 

取崩額 
2,560,810 

⑧財政安定化基金取崩交付金額 － 

令和 6 年度（2024 年度）から令和 8

年度（2026 年度）における保険料収

納必要額 

21,847,538 

※ 数値は千円未満を四捨五入しているため計は一致しない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険料収納必要額 ＝｛（①標準給付費見込額 ＋ ②地域支援事業費） 

× 第 1号被保険者保険料負担割合 23％ 

＋ （①標準給付費見込額 ＋ 介護予防・日常生活支援総合事業費） 

× 調整交付金割合 5％ 

－ ③調整交付金見込額 ＋ ④財政安定化基金拠出金見込額 

＋ ⑤財政安定化基金償還金 ＋ ⑥市町村特別給付費等 

－ ⑦介護保険給付費等準備基金取崩額 

－ ⑧財政安定化基金取崩交付金額｝ 
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（３）多段階設定における保険料の弾力化 

本市における所得段階設定及び保険料率については、前計画における所得段階設定及び保

険料率を考慮しつつ、国の示す基準所得金額を反映したうえで適切に設定します。 

また、公費投入による保険料軽減の実施とともに、従来から実施してきた低所得者層に配

慮した多段階設定を継続し、低所得者層の負担軽減を図ります。 

 

 

 

 

１ 第 1号保険料に関する見直し 

国において、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費の増加を

見据え、標準段階の 9 段階から 13 段階への多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所

得者の標準乗率の引下げなどの見直しが行われました。 

 

２ 保険料段階の弾力化 

国が示す標準の所得段階は標準第 13 段階ですが、前計画に引き続き、多段階化の設定を

継続し、保険料段階を 15 段階とします。 

また、負担能力に応じた保険料設定となるよう、標準第 7 段階から第 13 段階において、

弾力化の設定を行うとともに、低所得者のさらなる負担軽減を図るため、第 2 段階から第 4

段階及び第 6段階の保険料率を国標準より引き下げます。 

 

３ 公費投入による保険料の軽減 

平成 27(2015)年 4 月から、国の政令改正に伴い、消費増税による公費を投入し、特に所得

の低い方(第 1段階)を対象に負担軽減を実施しました。 

また、令和元 (2019)年 10 月の消費税率 10％への引き上げによる公費を投入し、第 1段階

のさらなる負担軽減を実施するとともに、負担軽減の対象を第 2段階、第 3段階に拡大しま

した。 

なお、令和 6(2024）年度以降も引き続き公費投入による保険料の軽減が行われる予定です。

（公費負担割合 国：50％ 府：25％ 市：25％） 

 

 

 

※市民税世帯非課税層(第1段階～第3段階)と本人課税層(第6段階以上)の均衡が図られるよ

う、一定の推計の下に算定した保険料設定図は、次のとおりです。 

合計所得金額については、税法上の長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額を差し引いた

ものとなります。 

 

  

本市における保険料段階と保険料率 
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【本計画における所得段階の考え方】 

保険料率 0.455 0.685 0.69 0.90 1.00 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3

低所得者軽減
強化

0.285 0.485 0.685

所得段階 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第5段階 第6段階 第8段階 第9段階 第10段階 第11段階 第12段階

生活保護、老齢
年金等、本人年
金等収入80万円

以下等

本人年金等収
入120万円以

下等

第1･2段階に
非該当

本人年金等収
入80万円以下

等

第4段階
非該当

合計所得金額
120万円未満

合計所得金額
210万円以上
320万円未満

合計所得金額
320万円以上
420万円未満

合計所得金額
420万円以上
520万円未満

合計所得金額
520万円以上
620万円未満

合計所得金額
620万円以上
720万円未満

保険料率 0.455 0.6 0.655 0.85 1.00 1.15 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.65

低所得者軽減
強化

0.285 0.4 0.65

所得段階 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第5段階 第6段階 第7段階 第8段階 第9段階 第10段階 第11段階 第12段階 第13段階 第14段階 第15段階

生活保護、老齢
年金等、本人年
金等収入80万円

以下等

本人年金等収
入120万円以

下等

第1･2段階に
非該当

本人年金等収
入80万円以下

等

第4段階
非該当

合計所得金額
120万円未満

合計所得金額
120万円以上
190万円未満

合計所得金額
190万円以上
210万円未満

合計所得金額
210万円以上
320万円未満

合計所得金額
320万円以上
420万円未満

合計所得金額
420万円以上
520万円未満

合計所得金額
520万円以上
620万円未満

合計所得金額
620万円以上
720万円未満

合計所得金額
720万円以上
1,000万円未

満

合計所得金額
1,000万円以

上

対象者

合計所得金額
720万円以上

世帯全員市民税非課税
市民税本人非課税
（世帯課税）

市民税本人課税

1.3

第7段階

合計所得金額120万円以上
210万円未満

2.4

第13段階

対象者

世帯全員市民税非課税
市民税本人非課税
（世帯課税）

市民税本人課税

～ 国 の 示 す 標 準 的 な 保 険 料 段 階 ～

2.40

1.00

保険料率

本 市 の 保 険 料 段 階

2.65

1.00

保険料率

所得に応じた多段階化設定が可能

公費投入による負担軽減を実施する
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【本計画期間における所得段階】 

 

世帯 本人

生活保護受給者

第4段階
本人の合計所得金額(公的年金等に係る所
得を除く)と課税年金収入額の合計が年額
80万円以下の人

基準額×
0.85

11.9%

第5段階
（基準段階）

第4段階に該当しない人 基準額 12.2%

第6段階 本人の合計所得金額が120万円未満の人
基準額×
1.15

9.9%

第7段階
本人の合計所得金額が120万円以上190万
円未満の人

基準額×
1.3

14.3%

第8段階
本人の合計所得金額が190万円以上210万
円未満の人

基準額×
1.4

2.4%

第9段階
本人の合計所得金額が210万円以上320万
円未満の人

基準額×
1.5

7.4%

第10段階
本人の合計所得金額が320万円以上420万
円未満の人

基準額×
1.7

2.7%

第11段階
本人の合計所得金額が420万円以上520万
円未満の人

基準額×
1.9

1.2%

第12段階
本人の合計所得金額が520万円以上620万
円未満の人

基準額×
2.1

0.5%

第13段階
本人の合計所得金額が620万円以上720万
円未満の人

基準額×
2.3

0.3%

第14段階
本人の合計所得金額が720万円以上1,000
万円未満の人

基準額×
2.4

0.5%

第15段階 本人の合計所得金額が1,000万円以上の人
基準額×
2.65

1.0%

※加入割合について、小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100％となりません。

市
民
税
課
税

市
民
税
課
税

基準額×
0.4

基準額×
0.6

9.2%

第3段階 第1段階、第2段階に該当しない人
基準額×
0.65

基準額×
0.655

8.4%

第1段階
基準額×
0.285

基準額×
0.455

17.9%

市
民
税
非
課
税

市
民
税
非
課
税

・老齢福祉年金受給者
・本人の合計所得金額(公的年金等にかか
る所得を除く)と課税年金収入額の合計が
年額80万円以下の人

第2段階
本人の合計所得金額(公的年金等に係る所
得を除く)と課税年金収入額の合計が年額
120万円以下の人

所得段階

対象者 保険料率

加入割合課税状況
所得状況 実質 低所得者軽減前
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～参考～【前計画期間における所得段階】 

 

 

世帯 本人

生活保護受給者

第4段階
本人の合計所得金額（公的年金等に係る
所得を除く）と課税年金収入額の合計が
年額80万円以下の人

基準額×
0.85

14.2%

第5段階
（基準段階）

第4段階に該当しない人
基準額×
1.00

12.0%

第6段階 本人の合計所得金額が120万円未満の人
基準額×
1.15

11.6%

第7段階
本人の合計所得金額が120万円以上125万
円未満の人

基準額×
1.155

1.1%

第8段階
本人の合計所得金額が125万円以上190万
円未満の人

基準額×
1.25

12.8%

第9段階
本人の合計所得金額が190万円以上210万
円未満の人

基準額×
1.35

1.3%

第10段階
本人の合計所得金額が210万円以上320万
円未満の人

基準額×
1.5

7.6%

第11段階
本人の合計所得金額が320万円以上450万
円未満の人

基準額×
1.52

3.9%

第12段階
本人の合計所得金額が450万円以上600万
円未満の人

基準額×
1.85

1.1%

第13段階
本人の合計所得金額が600万円以上1,000
万円未満の人

基準額×
1.88

1.0%

第14段階 本人の合計所得金額が1,000万円以上の人
基準額×

2.1
1.0%

※加入割合について、小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100％となりません。

市
民
税
課
税 市

民
税
課
税

基準額×
0.4

基準額×
0.65

7.6%

第3段階 第1段階、第2段階に該当しない人
基準額×
0.65

基準額×
0.7

7.5%

第1段階
基準額×

0.3
基準額×

0.5
17.3%

市
民
税
非
課
税

市
民
税
非
課
税

・老齢福祉年金受給者
・本人の合計所得金額（公的年金等にか
かる所得を除く）と課税年金収入額の合
計が年額80万円以下の人

第2段階
本人の合計所得金額（公的年金等に係る
所得を除く）と課税年金収入額の合計が
年額120万円以下の人

所得段階

対象者 保険料率

加入割合
課税状況

所得状況 実質 低所得者軽減前
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６ 令和22(2040)年度における推計値 

（１）介護（予防）サービスの見込み量と給付費の見込み量 

令和 22(2040)年度の介護（予防）サービスの量と額を以下のとおり見込んでいます。 

なお、地域密着型（介護予防）サービスについても、介護（予防）サービスと並記してい

ます。 

 

【居宅介護サービス】 

 

 
令和 22 年度（2040 年度） 

居宅サービス サービス量 給付費（千円） 

 

訪問介護 
回／年 2,639,902 

7,123,324 
人／年 57,168 

訪問入浴介護 
回／年 16,654 

217,268 
人／年 3,540 

訪問看護 
回／年 350,024 

1,655,810 
人／年 40,500 

訪問リハビリテーション 
回／年 41,489 

133,470 
人／年 3,708 

居宅療養管理指導 人／年 65,040 1,091,286 

通所介護 
回／年 383,083 

3,032,387 
人／年 42,324 

通所リハビリテーション 
回／年 136,837 

1,341,021 
人／年 17,184 

短期入所生活介護 
日／年 79,595 

749,994 
人／年 9,264 

短期入所療養介護 
日／年 34,067 

415,301 
人／年 4,044 

特定施設入居者生活介護 人／年 12,288 2,580,189 

福祉用具貸与 人／年 93,396 1,381,941 

特定福祉用具販売 人／年 1,140 39,241 
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令和 22 年度（2040 年度） 

地域密着型サービス サービス量 給付費（千円） 

 

定期巡回･随時対応型訪問介護看護 人／年 408 84,861 

夜間対応型訪問介護 人／年 84 3,365 

認知症対応型通所介護 
回／年 23,952 

260,608 
人／年 2,664 

小規模多機能型居宅介護 人／年 1,884 407,022 

認知症対応型共同生活介護 人／年 8,832 2,440,361 

地域密着型特定施設入居者生活介護 人／年 984 211,241 

地域密着型介護老人福祉施設入居者

生活介護 
人／年 4,932 1,487,950 

 

看護小規模多機能型居宅介護 人／年 648 174,963 

地域密着型通所介護 
回／年 188,552 

1,583,054 
人／年 20,964 

住宅改修 人／年 1,140 69,495 

居宅介護支援 人／年 124,068 2,150,896 

施設サービス 

 

介護老人福祉施設 人／年 19,428 5,474,474 

介護老人保健施設 人／年 11,892 3,721,424 

介護医療院 人／年 264 107,190 

【Ⅰ】小計（介護サービス）  37,938,136 
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【介護予防サービス】 

 

 
令和 22 年度（2040 年度） 

介護予防サービス サービス量 給付費（千円） 

 

介護予防訪問入浴介護 
回／年 56 

540 
人／年 24 

介護予防訪問看護 
回／年 41,573 

181,874 
人／年 6,804 

介護予防訪問リハビリテーション 
回／年 11,323 

34,261 
人／年 1,056 

介護予防居宅療養管理指導 人／年 5,112 62,322 

介護予防通所リハビリテーション 人／年 8,460 279,269 

介護予防短期入所生活介護 
日／年 839 

5,870 
人／年 216 

 

介護予防短期入所療養介護 
日／年 356 

3,206 
人／年 96 

介護予防特定施設入居者生活介護 人／年 2,220 169,488 

介護予防福祉用具貸与 人／年 37,608 220,693 

特定介護予防福祉用具販売 人／年 768 19,637 

地域密着型介護予防サービス 

 

介護予防認知症対応型通所介護 
回／年 76 

558 
人／年 24 

介護予防小規模多機能型居宅介護 人／年 144 10,502 

介護予防認知症対応型共同生活介

護 
人／年 36 8,399 

介護予防住宅改修 人／年 1,308 93,874 

介護予防支援 人／年 46,092 229,985 

【Ⅱ】小計（介護予防サービス）  1,320,478 
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【総給付費】 

（単位：千円）  

  
令和 22 年度 

（2040 年度） 

総給付費（合計）【Ⅰ】＋【Ⅱ】 39,258,614 

 

 

（２）地域支援事業の見込み額 

令和 22(2040)年度の地域支援事業費を、以下のとおり見込んでいます。 

 

【地域支援事業費】 

（単位：千円） 

 
令和 22 年度 

（2040 年度） 

介護予防・日常生活支援総合事業費 2,607,782 

包括的支援事業・任意事業費 624,568 

地域支援事業費合計 3,232,350 

 

 

（３）保険料水準の見込み 

本市における令和 22(2040)年度の総給付費は約 393 億円となり、標準給付費及び地域支援

事業費の見込み額は、約 447 億円に達し、令和 6(2024)年度と比較すると、約 91 億円の増

加が見込まれます。また、令和 22(2040)年度は、8,700 円(月額)を超える金額まで上昇する

ものと予測されます。 
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施策における目標値は次のとおりです。 

 

地域支援事業 
令和 6 年度 

(2024 年度) 

令和 7 年度 

(2025 年度) 

令和 8 年度 

(2026 年度) 

地域住民、事業者等への介護予防の普及

に関する研修会等 

開催回数 1,400 回 1,450 回 1,500 回 

参加人数 27,000 人 28,000 人 29,000 人 

「ますます元気体操」「もてもて筋力ア

ップ体操」の実施 

実施拠点数 310 か所 320 か所 330 か所 

参加人数 9,000 人 9,500 人 10,000 人 

高齢者の健康づくり事業 

（健幸ポイント） 

参加人数 7,000 人 7,500 人 8,000 人 

ポイント 

達成人数 
3,200 人 3,600 人 4,000 人 

生活支援サポーター 

サポーター 

登録数 
250 人 270 人 290 人 

利用人数 140 人 150 人 160 人 

生活支援の担い手の養成 

（研修の実施） 
延べ養成人数 440 人 480 人 520 人 

生活支援コーディネーター 

団体支援回数 300 回 400 回 500 回 

把握資源数 450 団体 475 団体 500 団体 

協議体（高槻市高齢者生活支援ネットワ

ーク協議会） 
開催回数 3 回 3 回 3 回 

行方不明高齢者 SOS ネットワーク 協力機関数 200 か所 220 か所 240 か所 

認知症サポーター 延べ養成人数 31,500 人 33,000 人 34,500 人 

認知症地域支援推進員による 

安心声かけ運動 
実施回数 2 回 2 回 2 回 

見守り安心ネットワークシール 配付人数 400 人 400 人 400 人 
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介護給付適正化事業                   
令和 6 年度 

(2024 年度) 

令和 7 年度 

(2025 年度) 

令和 8 年度 

(2026 年度) 

①要介護等認定の適正化 

・申請された事案全件の認定調査の書面チェックを行う。 

・更新及び区分変更申請に対する市職員による認定調査につい

て、更新及び区分変更申請件数（年間）の 5％を実施する。 

②ケアプランの点検 点検件数 75 件 75 件 75 件 

③住宅改修の点検 点検件数 120 件 120 件 120 件 

④福祉用具購入・貸与調査 点検件数 40 件 40 件 40 件 

⑤医療情報との突合 

国保連合会から提供される医療情報と介護保険の給付実績を突

合し、重複請求がないか点検を行う。 

点検帳票数 2 帳票 2 帳票 2 帳票 

⑥縦覧点検  

国保連合会から提供される帳票を活用し、介護給付の請求内容

の点検を行う。 

・重複請求縦覧チェック一覧表 

・算定期間回数制限縦覧チェック一覧表 

・単独請求明細書における準受付審査チェック一覧表 

・居宅介護支援請求におけるサービス実施状況一覧表 

点検帳票数 4 帳票 4 帳票 4 帳票 

 

その他の事業 
令和 6 年度 

(2024 年度) 

令和 7 年度 

(2025 年度) 

令和 8 年度 

(2026 年度) 

緊急通報装置の設置 設置件数 1,620 件 1,640 件 1,660 件 

老人クラブへの活動支援 

クラブ数 165 クラブ 170 クラブ 175 クラブ 

会員数 9,500 人 9,600 人 9,700 人 

すこやかテラス(老人福祉センター） 利用人数 125,000 人 150,000 人 175,000 人 

高齢者 ICT 推進事業(スマホ講座) 開催回数 80 回 90 回 100 回 

シルバー人材センター 

会員数 1,100 人 1,170 人 1,240 人 

契約金額 481,000 千円 482,000 千円 483,000 千円 

高齢者地域支えあい事業 対象者数 3,200 人 3,225 人 3,250 人 

市民後見人の養成 バンク登録者 20 人 23 人 25 人 
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１ 高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定経過 

（１）高槻市高齢者福祉計画･介護保険事業計画策定委員会 

 期 日 内 容 

第 1 回 令和 5年 7 月 6日 ・ 次期高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画について 

第 2 回 令和 5年 9月 14 日 
・ 高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の構成骨子（案）

について 

第 3 回 令和 5年 11 月 7日 
・ 高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（素案）につい

て 

第 4 回 令和 6年 1月 23 日 
・ 高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案）について 

・ 次期介護保険料について 

 

（２）高槻市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会 

 期 日 内 容 

第 1 回 令和 5年 7 月 27 日 

・ 高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画進捗状況（令和

4年度）について 

・ 次期高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画について 

第 2 回 令和 5年 10 月 5 日 
・ 高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の構成骨子（案）

について 

第 3 回 令和 5年 11 月 16 日 
・ 高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（素案）につい

て 

第 4 回 令和 6年 2 月 1 日 
・ 高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案）について 

・ 次期介護保険料について 

第 5 回 令和 6年 2 月 26 日 

・ 高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案）について 

・ 高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画進捗状況（令和

5年度上半期）について 
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２ 高槻市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会委員 

（敬称略） 

 氏名 所属団体等 

専門分科会長 河野 公一 大阪医科薬科大学名誉教授 

専門分科会長 

職務代理 
薦田 優子 高槻市シルバー人材センター 

委員 金沢 徹文 大阪医科薬科大学教授 

委員 きよた 純子 高槻市議会 

委員 島津 保生 高槻市医師会 

委員 高家 広文 高槻市障害児者団体連絡協議会 

委員 土井 六三 高槻市民生委員児童委員協議会 

委員 富田 昭持 高槻市コミュニティ市民会議 

委員 中島 康博 高槻市民間社会福祉施設連絡会 

委員 松田 貞男 高槻市シニアクラブ連合会 

委員 横井 勝 高槻市ボランティア連絡協議会 

専門委員 飯田 みどり 市民公募委員 

専門委員 甲斐 早苗 市民公募委員 

※専門委員は、本計画策定のため、公募により委嘱した委員です。 
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３ 高槻市高齢者福祉計画･介護保険事業計画策定委員会組織 

 

高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 

 担 当 副 市 長 （委 員 長） 

 総 合 戦 略 部 長  

 総 務 部 長  

 市 民 生 活 環 境 部 長  

 健 康 福 祉 部 長  

 健康福祉部理事兼保健所長  

 都 市 創 造 部 長  

 街 に ぎ わ い 部 長  

 教 育 次 長  

 



資 料 編 

- 100 - 

４ 計画策定の根拠となる法律の条文 

老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）  

（市町村老人福祉計画）  

第二十条の八  市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業（以下「老人

福祉事業」という。）の供給体制の確保に関する計画（以下「市町村老人福祉計画」という。）

を定めるものとする。  

２  市町村老人福祉計画においては、当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の

量の目標を定めるものとする。  

３  市町村老人福祉計画においては、前項の目標のほか、同項の老人福祉事業の量の確保の

ための方策について定めるよう努めるものとする。  

４  市町村は、第二項の目標（老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短

期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。）を定めるに当たつては、介護保険

法第百十七条第二項第一号 に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み（同

法 に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通

所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型

サービス及び介護福祉施設サービス並びに介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応

型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係

るものに限る。）並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業の量の見込みを勘案しなければ

ならない。  

５  厚生労働大臣は、市町村が第二項の目標（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉

センター及び老人介護支援センターに係るものに限る。）を定めるに当たつて参酌すべき標

準を定めるものとする。  

６  市町村は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を

営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の実態その他の事情を勘案して、

市町村老人福祉計画を作成するよう努めるものとする。  

７  市町村老人福祉計画は、介護保険法第百十七条第一項 に規定する市町村介護保険事業計

画と一体のものとして作成されなければならない。  

８  市町村老人福祉計画は、社会福祉法第百七条 に規定する市町村地域福祉計画その他の法

律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたもので

なければならない。  

９  市町村は、市町村老人福祉計画（第二項に規定する事項に係る部分に限る。）を定め、

又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。  

１０  市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道

府県知事に提出しなければならない。  
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介護保険法（平成九年法律第百二十三号）  

(市町村介護保険事業計画) 

第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業

に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定

めるものとする。 

２ 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事

情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他

の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生

活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み 

二 各年度における地域支援事業の量の見込み 

三 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要

介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村

が取り組むべき施策に関する事項 

四 前号に掲げる事項の目標に関する事項 

３ 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項につ

いて定めるよう努めるものとする。 

一 前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確

保のための方策 

二 各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための

方策 

三 介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、

地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計 

四 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及

び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上に資する都道府県と連携した取組に関す

る事項 

五 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を

行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係る

ものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項 

六 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防

支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予

防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業

に関する事項 

七 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域

づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知

症に関する施策の総合的な推進に関する事項 

八 前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出

が行われている有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律

第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(次条第三項第六号において「登録住宅」とい

う。)のそれぞれの入居定員総数(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活



資 料 編 

- 102 - 

介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十一条第一項本文、

第四十二条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定を受けていないものに係るもの

に限る。次条第三項第六号において同じ。) 

九 地域支援事業と高齢者保健事業及び国民健康保険保健事業の一体的な実施に関する事項、

居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項、

高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日

常生活の支援のため必要な事項 

４ 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通し、要介護

者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案

して作成されなければならない。 

５ 市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心

身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第百十八条の二

第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析

した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよ

う努めるものとする。 

６ 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計

画と一体のものとして作成されなければならない。 

７ 市町村は、第二項第三号に規定する施策の実施状況及び同項第四号に規定する目標の達成

状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うもの

とする。 

８ 市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告

するものとする。 

９ 市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法

律第五条第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。 

１０ 市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、

高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確

保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関

する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 

１１ 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

１２ 市町村は、市町村介護保険事業計画(第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分

に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなけ

ればならない。 

１３ 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都

道府県知事に提出しなければならない。 
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５ 日常生活圏域別町丁名一覧 

 

  

①高槻北圏域

芥川町1丁目～4丁目、安満磐手町、安満北の町、、安満御所の町、安満新町、安満中の町、安満
西の町、安満東の町、大字出灰、安岡寺町1丁目～6丁目、美しが丘1丁目～2丁目、浦堂1丁目～3
丁目、浦堂本町、奥天神町1丁目～3丁目、花林苑、大字川久保、黄金の里1丁目、古曽部町1丁目
～5丁目、芝谷町、清水台1丁目～2丁目、大字杉生、高見台、大蔵司1丁目～3丁目、大字田能、塚
脇1丁目～5丁目、月見町、寺谷町、天神町1丁目～2丁目、殿町、大字中畑、大字成合、成合北の
町、成合中の町、成合西の町、成合東の町、成合南の町、西之川原1丁目～2丁目、西真上1丁目～
2丁目、大字二料、白梅町、大字原、東城山町、日吉台一番町～七番町、別所新町、別所中の町、
別所本町、紅茸町、真上町1丁目～6丁目、松が丘1丁目～4丁目、緑が丘1丁目～3丁目、南芥川
町、宮が谷町、宮之川原1丁目～5丁目、宮之川原元町、紫町、名神町、山手町1丁目～2丁目、弥
生が丘町

②高槻東圏域

明田町、明野町、天川新町、天川町、井尻1丁目～2丁目、永楽町、大冠町1丁目～3丁目、大塚町1
丁目～5丁目、大手町、梶原1丁目～6丁目、梶原中村町、春日町、上田辺町、上本町、大字上牧、
上牧山手町、上牧北駅前町、上牧南駅前町、上牧町1丁目～5丁目、北大樋町、北園町、京口町、
高西町、大字神内、神内1丁目～2丁目、紺屋町、五領町、桜町、沢良木町、下田部町1丁目～2丁
目、城西町、城東町、庄所町、城内町、城南町1丁目～4丁目、城北町1丁目～2丁目、須賀町、辻
子1丁目～3丁目、高垣町、高槻町、竹の内町、大学町、千代田町、堤町、天王町、出丸町、桃園
町、東和町、道鵜町1丁目～6丁目、土橋町、中川町、西大樋町、西冠1丁目～3丁目、野田1丁目～
4丁目、野田東1丁目～2丁目、登町、野見町、大字萩之庄、萩之庄1丁目～5丁目、八丁畷町、八丁
西町、番田1丁目～2丁目、東天川1丁目～5丁目、東上牧1丁目～3丁目、日向町、深沢町1丁目～2
丁目、深沢本町、藤の里町、本町、前島1丁目～5丁目、松川町、松原町、緑町、南大樋町、南庄
所町、南松原町、宮野町、八幡町、淀の原町、若松町

③高槻南圏域

大字唐崎、唐崎北1丁目～3丁目、唐崎中1丁目～4丁目、唐崎西1丁目～2丁目、唐崎南1丁目～3丁
目、川添1丁目～2丁目、川西町3丁目、北昭和台町、北柳川町、寿町1丁目～3丁目、大字西面、西
面北1丁目～2丁目、西面中1丁目～2丁目、西面南1丁目～4丁目、栄町1丁目～4丁目、桜ケ丘北
町、桜ケ丘南町、三箇牧1丁目～2丁目、芝生町1丁目～4丁目、昭和台町1丁目～2丁目、玉川1丁目
～4丁目、玉川新町、津之江北町、津之江町1丁目～3丁目、登美の里町、富田町1丁目～6丁目、西
町、西五百住町、如是町、大字柱本、柱本1丁目～7丁目、柱本新町、柱本南町、東五百住町1丁目
～3丁目、牧田町、大字三島江、三島江1丁目～4丁目、南総持寺町、柳川町1丁目～2丁目

④高槻西圏域

赤大路町、朝日町、阿武野1丁目～2丁目、今城町、大畑町、岡本町、上土室1丁目～6丁目、川西
町1丁目～2丁目、郡家新町、郡家本町、幸町、清福寺町、大和1丁目～2丁目、塚原1丁目～6丁
目、富田丘町、大字奈佐原、奈佐原1丁目～4丁目、奈佐原元町、南平台1丁目～5丁目、大字萩
谷、萩谷月見台、土室町、氷室町1丁目～6丁目、宮田町1丁目～3丁目、霊仙寺町1丁目～2丁目
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６ 地域包括支援センター一覧 

 

地域包括支援センター名 担当する町丁名

芥川町1丁目、明田町、上田辺町、川西町3丁目、北園町、紺屋町、桜町、城
西町、庄所町、城北町1丁目～2丁目、大学町、高槻町、津之江町1丁目～3丁
目、津之江北町、出丸町、桃園町、中川町、如是町、野見町、白梅町、八丁
西町、南庄所町

北昭和台町、北柳川町、寿町1丁目～2丁目、栄町1丁目、桜ケ丘北町、桜ケ丘
南町、昭和台町1丁目～2丁目、登美の里町、富田町1丁目～6丁目、西五百住
町、東五百住町1丁目～3丁目、南総持寺町、柳川町1丁目～2丁目

⑩　富田
　　地域包括支援センター
所在地：富田町6丁目10-1
電話：694-2434

⑨　高槻中央
　　地域包括支援センター
所在地：城西町4-6（高槻市地域

福祉会館1F）

電話：676-9522

赤大路町、芥川町2丁目～4丁目、朝日町、今城町、大畑町、岡本町、川西町1
丁目～2丁目、郡家新町、郡家本町、幸町、清福寺町、殿町、富田丘町、氷室
町1丁目、真上町1丁目～2丁目、南芥川町、宮田町3丁目、紫町

阿武野1丁目～2丁目、大字奈佐原、大字萩谷、上土室1丁目～6丁目、大和1丁
目～2丁目、塚原1丁目～6丁目、奈佐原1丁目～4丁目、奈佐原元町、萩谷月見
台、土室町、氷室町2丁目～6丁目、宮田町1丁目～2丁目、霊仙寺町1丁目～2
丁目

⑫　阿武山
　　地域包括支援センター
所在地：奈佐原4丁目7-1
電話：692-3112

⑪　郡家
　　地域包括支援センター
所在地：郡家新町48-7
電話：681-8181

天川新町、天川町、永楽町、大手町、春日町、上本町、京口町、高西町、沢
良木町、下田部町1丁目、城東町、城内町、城南町1丁目～4丁目、須賀町、土
橋町、東天川1丁目～3丁目、日向町、藤の里町、本町、前島1丁目～5丁目、
松原町、南松原町、八幡町

大冠町1丁目～3丁目、大塚町1丁目～5丁目、北大樋町、辻子1丁目～3丁目、
竹の内町、東和町、西冠1丁目～3丁目、番田1丁目～2丁目、深沢町1丁目～2
丁目、深沢本町、松川町、南大樋町、若松町

⑤　天川
　　地域包括支援センター
所在地：前島1丁目36-1
電話：669-5703

⑥　冠・大塚

　　地域包括支援センター
所在地：東和町57-1
電話：662-6363

川添1丁目～2丁目、寿町3丁目、栄町2丁目～4丁目、芝生町1丁目～4丁目、下
田部町2丁目、堤町、西大樋町、登町

大字唐崎、大字西面、大字三島江、唐崎北1丁目～3丁目、唐崎中1丁目～4丁
目、唐崎西1丁目～2丁目、唐崎南1丁目～3丁目、西面北1丁目～2丁目、西面
中1丁目～2丁目、西面南1丁目～4丁目、三箇牧1丁目～2丁目、玉川1丁目～4
丁目、玉川新町、西町、柱本1丁目～7丁目、柱本新町、柱本南町、牧田町、
三島江1丁目～4丁目

⑦　富田南・下田部
　　地域包括支援センター
所在地：登町33-2
電話：673-7011

⑧　三箇牧
　　地域包括支援センター
所在地：三島江4丁目38-7
電話：679-1770，1771

安岡寺町1丁目～6丁目、大字原、樫田地区、花林苑、芝谷町、清水台1丁目～
2丁目、高見台、寺谷町、成合北の町、成合西の町、日吉台二番町～五番町、
日吉台七番町、真上町6丁目、松が丘3丁目～4丁目、緑が丘2丁目、弥生が丘
町

浦堂1丁目～3丁目、浦堂本町、黄金の里1丁目、大蔵司1丁目～3丁目、塚脇1
丁目～5丁目、南平台1丁目～5丁目、西之川原1丁目～2丁目、西真上1丁目～2
丁目、東城山町、真上町3丁目～5丁目、松が丘1丁目～2丁目、緑が丘1丁目、
緑が丘3丁目、宮之川原1丁目～5丁目、宮之川原元町、名神町

①　高槻北
　　地域包括支援センター
所在地：大字原112
電　話：687-0303

②　清水
　　地域包括支援センター
所在地：松が丘1丁目21-9
電　話：680-2239

安満磐手町、安満北の町、安満御所の町、安満新町、安満中の町、安満西の
町、安満東の町、美しが丘1丁目～2丁目、大字川久保、大字成合、奥天神町1
丁目～3丁目、古曽部町1丁目～5丁目、高垣町、月見町、天神町1丁目～2丁
目、成合中の町、成合東の町、成合南の町、八丁畷町、日吉台一番町、日吉
台六番町、別所新町、別所中の町、別所本町、紅茸町、宮が谷町、山手町1丁
目～2丁目

明野町、井尻1丁目～2丁目、梶原1丁目～6丁目、梶原中村町、上牧町1丁目～
5丁目、上牧北駅前町、上牧南駅前町、上牧山手町、神内1丁目～2丁目、五領
町、千代田町、天王町、道鵜町1丁目～6丁目、野田1丁目～4丁目、野田東1丁
目～2丁目、萩之庄1丁目～5丁目、東天川4丁目～5丁目、東上牧1丁目～3丁
目、緑町、宮野町、淀の原町

③　日吉台東
　　地域包括支援センタ－
所在地：成合南の町3-1
電　話：689-0184

④　五領・上牧
　　地域包括支援センター
所在地：井尻2丁目37-8
電　話：660-3100
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７ 用語解説及び介護サービスの解説 

（１）用語解説（五十音順） 

〔あ行〕 

アウトリーチ (P49) 

生活課題を抱えているにもかかわらず支援が届かない人に対して、支援機関や団体などが

積極的に働きかけて情報や支援を届けるような活動。 

 

アセスメント (P43,P62) 

利用者が直面している問題や状況の本質、原因、経過、予測を理解するために、援助に先

だって行われる一連の手続のことをいう。ケアプランを作成する前に利用者のニーズ、状況

等を詳細に把握するために行われる。 

 

一般介護予防事業 (P6,P39) 

すべての高齢者を対象に、地域の実情を把握し効果的・効率的な介護予防の取組を推進し、

住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて参加者や通いの場が継続的に

拡大してくような地域づくりを推進すること等を目的とした事業。 

 

医療ソーシャルワーカー (P55) 

医療機関等において患者やその家族の抱える経済的・心理的・社会的問題の解決、調整を

援助し、社会復帰の促進をはかる業務を行う者。 

 

エビデンス (P49) 

その事象に効果があるとされる科学的根拠や学術的知見。 

 

〔か行〕 

介護支援専門員（ケアマネジャー） (P7,P11,P43,P52,P55,P60,P62) 

介護保険の要介護・要支援認定を受けた人、又は事業対象者から相談を受け、適切なサー

ビスを組み合わせたケアプランを作成するほか、市町村、事業者、施設などと連絡調整を行

うとともに、市町村の委託を受けて、要介護等認定申請を行った人の自宅を訪問し、心身の

状態をチェックする訪問調査などを行う専門職。 
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介護予防ケアマネジメント (P40) 

介護予防・生活支援サービス事業において、地域包括支援センター等が要支援者や事業対

象者に対するアセスメントを行い、その状態や置かれている環境等に応じて、本人が自立し

た生活をおくることができるようケアプランを作成すること。 

 

介護予防・生活支援サービス事業 (P6,P40) 

地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業に位置づけられ、要支援者や事業対象者

の生活支援のニーズに対応するため、訪問型サービス（介護予防訪問サービス、生活援助訪

問サービス）、通所型サービス（介護予防通所サービス、短時間通所サービス）等の多様な

サービスを行う事業。 

 

介護予防・日常生活支援総合事業 (P6,P39,P56)  

地域支援事業に位置づけられ、要支援者や事業対象者に対して必要な支援を行う「介護予

防・生活支援サービス事業」とすべての高齢者に対して体操教室等の介護予防を行う「一般

介護予防事業」からなる事業。 

 

介護予防マイスター (P6,P39) 

「高槻ますます元気体操」と「高槻もてもて筋力アップ体操」の専門家。体操を通じて、

介護予防の効果と楽しさを普及啓発するボランティア。 

 

関係専門機関介入支援ネットワーク  (P52) 

高齢者虐待への対応として、保健医療福祉サービスによる介入のみでは困難な場合に、必

要とされる措置及び法的救済等を図る役割を担うもの。 

特に、警察・消防、法律関係者などの専門機関・専門職や、精神保健分野の専門機関等と

連携を図り、高齢者虐待における問題解決を図る。 

警察署、消防本部、医師会、弁護士会、社会福祉士会、地域包括支援センター、行政関係

機関、その他の関係機関・団体等で構成されている。 

 

基本チェックリスト (P40) 

25 の質問項目で日常生活に必要な機能が低下していないかを調べ、事業対象者に該当す

るか否かを判定するツール。 

 

協議体（高槻市高齢者生活支援ネットワーク協議会） (P40,P56,P57) 

生活支援コーディネーターと生活支援・介護予防サービスの提供主体等が参加し、定期的

な情報共有及び連携強化の場として、中核となるネットワーク。 
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共生社会の実現を推進するための認知症基本法（認知症基本法）(P1,P8,P48) 

認知症の人を含めた一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重

しつつ支えあいながら共生する活力ある社会（共生社会）の実現を推進することを目的に、

認知症施策を総合的かつ計画的に推進することを明記した法律。 

 

ケアプラン (P11,P60,P62) 

要介護者等が、介護サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、生活環境、サービ

ス利用の意向等を勘案して、サービスの種類、内容、時間及び事業者を定めた計画。 

 

ケアマネジメント (P7,P11,P37,P40,P43,P54,P60,P62) 

要介護者等に対して、適切なサービスを受けられるようにケアプランを介護支援専門員等

が作成し、それに基づいて必要サービスの提供を確保し、生活を支援すること。 

 

軽費老人ホーム（ケアハウス） (P8,P45) 

高齢者が自立した生活をおくれるよう、主に住環境の面で工夫された施設。個室や夫婦二

人部屋で生活し、介護が必要になった場合にはホームヘルプサービスなど介護保険のサービ

スを利用する（介護保険の利用は、個人契約による利用又は施設がサービスを提供する「特

定施設入居者生活介護」がある。）。 

 

権利擁護 (P8,P36,P38,P46,P52,P53) 

判断能力が不十分な人が適切に福祉サービスなどを利用し、地域生活を継続することがで

きるよう支援等を行い、人権をはじめとするさまざまな権利を保護すること。 

 

拘縮 (P52) 

寝たきりなどが原因で、筋肉や皮膚など関節周囲の軟部組織が伸縮性を失い固くなり、関

節の動きが悪くなる状態。 

 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（高齢者虐待防止法） (P52) 

市町村や都道府県を具体的な対策の担い手として明確に位置付け、高齢者虐待の早期発

見・早期対応を図るとともに、養護者の支援を行いその負担の軽減を図ることを明記した法

律 

 

コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ） (P58) 

地域において支援を必要とする人の生活圏や人間関係など、環境面を重視した援助を行う

とともに、地域を基盤とする活動やサービスを発見して支援を必要とする人に結びつけ、ま

た、新たなサービスの開発や公的制度との関係の調整などを行う専門職。 
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〔さ行〕 

サービス付き高齢者向け住宅 (P45) 

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」にある、住宅としての広さや設備、バリアフリ

ーといった一定の基準を満たし登録され、安否確認・生活相談サービスなどを提供すること

により、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅 

 

災害時要援護者 (P8,P46) 

災害対策基本法における避難行動要支援者と同義。高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、

児童、傷病者、外国人など、特に配慮を要する者のうち、自ら避難することが困難な者であ

ってその円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者。 

 

事業対象者 (P40) 

要支援者に相当する状態等で 25 項目の基本チェックリストの基準に該当した者。介護予

防・生活支援サービス事業の利用ができる。 

 

市民後見人 (P8,P53) 

本人と親族関係等にない一般市民で、社会貢献のために市民後見人養成講座を受講し、成

年後見に関する知識を身につけ、成年後見人として家庭裁判所から選任された人。 

 

若年性認知症コーディネーター (P50) 

都道府県ごとに設置された若年性認知症に関する相談窓口に配置されている、若年性認知

症の人の自立支援に関わる関係者間のネットワーク調整をする者。 

 

終活 (P42,P46) 

人生の最期を迎えるにあたっての様々な準備や整理、さらにはそこに向けた人生の総括を

意味し、自身の希望を書き留める「エンディングノート」を作成することや、遺産相続の手

続きに関する情報をまとめることなどがある。 

 

重層的支援体制整備事業 (P46) 

既存の相談支援や地域づくり支援の取組を活かしながら、高齢・障がい・子ども・生活困

窮といった分野別の支援では対応しきれなような地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズ

に対応する包括的な支援体制を構築するため、「世代や属性を問わない相談支援」、「多様

な社会参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する事業。 

 

就労的活動 (P57,P58) 

「役割がある形での社会参加」と表現されており、雇用労働と有償・無償の支え合い活動

の中間的な社会参加の仕方。 
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シルバー人材センター (P6,P41) 

地域社会に密着した臨時的かつ短期的又はその他の軽易な業務を一般家庭、事業所、官公

庁等から受注し、自らの生きがいの充実や社会参加を求める定年退職者等の高齢者にその意

欲や能力に応じて就業の機会を提供することにより、活力ある地域社会づくりに寄与するこ

とを目的とした、公益社団法人で会員は原則として 60 歳以上の健康で働く意欲のある高齢

者 

 

身体拘束 (P52) 

医療や介護の現場で、車椅子・ベッドからの落下など、利用者又は他の入所者等の生命と

身体を保護するため、ベルトで車椅子を縛ったり、ベッドを柵で囲んだり、鍵をかけて部屋

から出られないようにしたりすること。 

身体拘束 3条件（やむを得ないとき）・・・「切迫性」「非代替性」「一時性」 

 

人生会議(P42) 

有事に備えて、自身が望む医療やケアについて事前に考え、家族等や医療・ケアの担当者

等と繰り返し話し合い、共有する取組。 

 

生活支援コーディネーター (P6,P8,P10,P40,P43,P44,P56,P57) 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域に

おける一体的な生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向け、地域の実情に応じた

地域資源の開発や活用、多様な取組を行う主体間の連携強化や、関係者間の調整や支援など

を行う専門職。その他、高齢者の社会参加を促進するため、担い手の養成等も行う。 

 

生活支援サポーター (P40,P57) 

介護保険などの公的サービスと地域の日常的な支え合いの隙間を埋めるため、地域の高齢

者に対して、買い物や外出の付添など日常生活のちょっとした困りごとを支援する人。生活

支援サポーター養成講座（介護予防・生活支援サービス事業従事者研修と生活支援サポータ

ー登録者研修）を修了し、社会福祉協議会に登録したボランティア。 

 

生活困窮者 (P46) 

就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、

最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者。生活保護受給に至る前の段

階で、課題がより複雑化･深刻化する前に自立の促進に向けた支援を行うことが求められて

いる。 

 

生活習慣病 (P6,P37,P41,P49) 

食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣がその発症、進行に関与する疾患群 
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成年後見制度 (P8,P53,P54) 

認知症、知的・精神障がいなどにより判断能力が不十分な人を保護するため、家庭裁判所

が選任した成年後見人等が本人を代理して契約を行うほか、同意なく結んだ不利益な契約を

取り消すなどの保護や支援を行う民法の制度。なお、申立てを行う者がいない場合、市町村

長に申立て権が付与されている。 

 

成年後見制度の利用の促進に関する法律（成年後見制度利用促進法） (P53) 

成年後見制度の利用促進について、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、成年

後見制度の利用促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした法律 

 

〔た行〕 

第二期成年後見制度利用促進基本計画 (P8,P53) 

地域共生社会の実現という目標に向け、本人を中心にした支援・活動における共通基盤と

なる考え方として「権利擁護支援」を位置付けた上で、権利擁護支援の地域連携ネットワー

クの一層の充実などの成年後見制度利用促進の取組をさらに進めることを目的として策定さ

れた国の計画。 

 

たかつきオレンジガイド（認知症ケアパス） (P48) 

認知症の人が認知症を発症したときから、進行していく中で、その進行状況にあわせてい

つ、どこで、どのような医療・介護サービスの支援を受ければよいのかを明記したもの。 

 
高槻市みらいのための経営革新宣言～フューチャープログラムの実行～  (P5) 

本市が今後厳しい財政状況に直面することが想定される中、将来にわたり持続可能な行財

政運営を進めるため、財政の健全性が保たれている今のうちから「強い財政をつくる」「強

い組織をつくる」「輝く未来をつくる」取組に着手し、行政運営の手法や事務事業のすべて

についてゼロベースからの見直しを行うとして、平成 28（2016）年 1月に宣言したもの。 

 

団塊世代・団塊ジュニア世代 (P2,P19,P38) 

団塊世代とは、昭和 22 年から昭和 24 年までの第一次ベビーブームが起きた時期に生まれ

た世代、団塊ジュニア世代とは、団塊世代の子供を中心とする昭和 46 年から昭和 49 年まで

の第 2次ベビーブームが起きた時期に生まれた世代。 

 

地域共生社会 (P2,P7,P36,P38,P42,P45,P53,P56) 

人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮ら

していくことのできる、包摂的なコミュニティ、地域や社会を創るという考え方。 
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地域ケア会議 (P7,P9,P40,P43,P52,P56,P57,P60) 

個別ケースを多職種で検討する「個別ケース検討会議」、地域包括支援センターの圏域毎

に行う「圏域ケア会議」、市の附属機関である「地域包括ケア推進会議」からなる会議。介

護保険、福祉、保健及び医療等の各種サービスを総合的に調整するとともに、高齢者の支援

体制づくりを推進し、社会基盤の整備を図ることを目的とする。 

 

地域支援事業 (第 6 章,第 7 章) 

すべての高齢者を対象に、要支援・要介護状態になることを予防し、社会参加しつつ、要

支援・要介護状態になった場合でも、できるだけ住み慣れた地域で自立した日常生活を営む

ことができるよう支援するための事業。介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業

（社会保障充実分も含む）、任意事業から構成されている。 

 

地域デザイン機能 (P43) 

地域ごとに住民が望む地域の姿を描き、そのための仕組みづくりやサービスづくりに参加

し協働して地域づくりを進める機能のこと 

 

地域包括ケアシステム (P1,P2,P7,P36,P38,P42,P54,P56,P58) 

団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7（2025）年に向け、介護や支援が必要な状態になっ

ても、住み慣れた地域で自分らしい生活が継続できるよう、医療、介護、介護予防、住まい、

生活支援が包括的に提供される地域での体制。 

 

地域包括支援センター  

(P4,P6,P7,P10,P40,P42,P43,P46,P47,P49,P50,P52,P53,P55,P56,P58, 

P60,P61) 

保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）などの専門職が、高齢

者等への総合的な支援を行い、介護をはじめ、福祉、医療など様々な面から支える地域の拠

点。市内 12 か所に設置。 

 

地域包括支援ネットワーク  (P40,P43) 

地域の利用者やサービス事業者、関係団体、民生委員児童委員、ボランティアや NPO など

インフォーマルサービス関係者、一般住民などによって構成される人的な、総合的かつ重層

的ネットワーク。 

 

地区福祉委員会 (P8,P40,46,P50,P56) 

社会福祉協議会活動を実践する組織で、概ね小学校区をエリアとして地域の福祉ニーズを

掘り起こし、そこに住む「すべての住民が安心して暮らせるまちづくり」の推進役であり、

住民自らの知恵と力を出し合って活動を行う。 
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チームオレンジ  (P8,P50) 

認知症と思われる初期の段階から、心理面・生活面の支援として市がコーディネーターを

配置し、地域において把握した認知症の人の悩みや家族の身近な生活支援ニーズ等と認知症

サポーターを中心とした支援者をつなぐ仕組み。 

 

通所型サービス (P6,P40) 

介護予防・生活支援サービス事業のサービスの一つで通所施設に通い、日帰りで食事や入

浴、日常生活上の世話や機能訓練を受ける介護予防通所サービスと、体操やレクリエーショ

ンなどを通じ生活機能の維持・改善をする短時間通所サービスがある。 

 

特定健康診査 (P41) 

当該年度に 40 歳から 74歳の年齢に達する人を対象に、各医療保険者が実施するメタボリ

ックシンドローム（内臓脂肪型肥満に加え、高血糖・高血圧・脂質異常等のうちいずれか 2

つ以上を合併した状態）に着目した健康診査。 

 

特定保健指導 (P6,P41) 

特定健康診査の結果から、メタボリックシンドロームのリスクの数、年齢などを総合判断

して生活習慣の改善が必要と思われる人に対して医師や保健師、管理栄養士等の専門家から

サポートを受けながら行う生活習慣改善のためのプログラム。リスクの程度に応じて「動機

付け支援」と「積極的支援」の 2種類がある。 

 

〔な行〕 

日常生活自立支援事業 (P54) 

自らの判断だけでは意思決定に支障がある認知症高齢者や知的障がい・精神障がいのある

人に対して、福祉サービスの利用手続き等の援助や日常生活上の見守り、金銭の管理・書類

等の預かりサービスを提供する事業。府内の各市（区）町村の社会福祉協議会などで実施し

ている。 

 

認知症サポーター (P35,P48,P50) 

認知症サポーター100 万人キャラバンにおける「認知症サポーター養成講座」を受講した

者。ボランティアのシンボルグッズである「オレンジリング」が授与される。 

認知症に関する理解があり、声かけや見守りといった簡単な日常生活の手助けや、生活上

の困りごとの解決に向け、支援機関につなぐなどの支援を行う。 

 

認知症初期集中支援チーム (P49,P50) 

看護師、社会福祉士等の専門職及び専門医で構成し、関係機関と連携を図りながら、認知

症の疑いのある人に対しての訪問、アセスメント、家族支援等の早期支援を行うチーム 
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認知症地域支援推進員 (P8,P48,P49,P50) 

認知症に関して、医療機関や介護サービス及び地域の支援機関をつなぐコーディネーター

となる者。 

 

〔は行〕 

パブリックコメント (P4) 

市民意見提出手続きといい、市民生活に広く影響を及ぼす市の基本的な施策などを策定す

る過程において、市民が意見を述べる機会を設け、市政への市民参加の促進を図るための制

度。 

 

包括的支援事業  (第 6 章以降) 

高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるように

するための総合相談支援業務や、高齢者の権利擁護のために必要な支援を行う権利擁護業務、

介護支援員に対する支援等を行う包括的・継続的ケアマネジメント支援業務がある。その他、

社会保障充実分として高齢者が地域で生活しやすい環境を整えるため、多職種連携により地

域課題に取り組む地域ケア会議推進事業や、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者に対

し切れ目のない支援を行うための在宅医療・介護連携推進事業、認知症になってもその人ら

しい暮らしを継続することができるよう支援する認知症総合支援事業が位置づけられている。 

 

包摂的なコミュニティ (P36) 

それぞれの人が持つ潜在的な能力をできる限り発揮できるようにするため、誰も排除せず、

一人ひとりを社会の構成員として取り込む「社会的包摂」（ソーシャルインクルージョン）

の考え方のもと、誰もが分け隔てられることなく当たり前に生活し、社会に受け入れられる

コミュニティ。 

 

訪問型サービス (P40) 

介護予防・生活支援サービス事業のサービスの一つで、訪問介護員（ホームヘルパー）が

家庭を訪問し、介護や日常生活上の世話を受ける介護予防訪問サービスと、市の研修を修了

した人などが家庭を訪問し、日常的な手助け（買い物、掃除など）を受ける生活援助訪問サ

ービスがある。 

 

〔ま行〕 

民生委員児童委員 (P8,P46,P50,P52) 

民生委員法･児童福祉法に基づき、厚生労働大臣から委嘱される地域福祉向上のためのボ

ランティア。担当地区の高齢者の悩みや、子育てなどに関する相談を受けて、福祉サービス

の情報を提供したり、市や社会福祉協議会などの専門機関につなげるなどして、解決のお手

伝いをしている。 
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〔や行〕 

ヤングケアラー (P58) 

病気や障がいのある家族・親族の介護などで忙しく、本来受けるべき教育を受けられなか

ったり、同世代との人間関係を満足に構築できなかったりする未成年、または未成年時代に

そのような状況にあった人たちのこと 

 

有料老人ホーム (P45) 

主に 60 歳以上の人が入所し、食事の提供をはじめ日常生活に必要なサービスを受ける施

設。 

 

養護老人ホーム (P11,P44,P45) 

おおむね 65 歳以上で、環境上の理由及び経済的な理由により、在宅で生活することが困

難な人が入所する施設。 

 

〔ら行〕 

老人クラブ (P6,P41) 

高齢者の知識及び経験を活かし、生きがいと健康づくりを推進することにより、明るい長

寿社会の実現と健康福祉の向上に資することを目的として、基本的には活動が円滑に行われ

る程度の市内の同一小地域に居住する者で構成される 20 名以上の組織。会員には 60歳から

なることができる。 

 

〔その他〕 

ICT（アイシーティー） (P6,P39,P42,P58) 

「Information and Communication Technology」の略で「情報通信技術」のことをいう。

身近な例では、インターネット上でのやり取りや、メールでのコミュニケーションも該当す

る。 

 

SDGs（エスディージーズ） (P5) 

「Sustainable Development Goals」の略で「持続可能な開発目標」のことをいう。具体

的には、平成 27（2015）年 9月に開催された国連サミットで「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」が採択され、その中に記載されている令和 12（2030）年までの国際目標。 

 

NPO（エヌピーオー） (P46,P56) 

「Non-Profit Organization」の略で「民間非営利組織」のことをいう。ボランティア活

動、営利を目的としない福祉、平和、文化などの公益活動を行う組織や団体。 
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PDCA（ピーディーシーエー）サイクル (P38) 

Plan（計画）・Do（実施）・Check（評価）・Action（改善）を繰り返すことによって、

取組を継続的に改善していく手法。 

 

QOL（キューオーエル） (P39,P56) 

「Quality of Life」の略で「生活の質」のことをいう。 

 

Wi-Fi（ワイファイ）環境 (P6,P42) 

パソコンやスマートフォンなどのネットワーク接続に対応した機器をワイヤレス（無線）

でネットワークに接続することができる環境。 
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（２）介護サービスの解説 

（介護予防）居宅サービス 

訪問介護 

〔ホームヘルプサービス〕 

訪問介護員（ホームヘルパー）が家庭を訪問し、介護

や家事等の日常生活上の世話を受けます。 

(介護予防) 

訪問入浴介護 

簡易浴槽を積んだ移動入浴車等で家庭を訪問し、在宅

での入浴の介助を受けます。 

(介護予防) 

訪問看護 

訪問看護ステーション、病院等から看護師等が家庭を

訪問し、医学的な管理指導や療養上の世話を受けます。 

(介護予防) 

訪問リハビリテーション 

理学療法士・作業療法士等が家庭を訪問し、生活行為

の向上を図るための機能訓練を受けます。 

(介護予防) 

居宅療養管理指導 

医師・歯科医師・薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の

管理指導を受けます。 

通所介護 

〔デイサービス〕 

デイサービスセンター等に日帰りで通い、食事・入浴・

日常生活上の世話と機能訓練等を受けます。 

(介護予防) 

通所リハビリテーション 

〔デイケア〕 

介護老人保健施設や医療施設等に日帰りで通い、医学

的な管理の下で食事・入浴・日常生活上の世話と理学

療法士や作業療法士等による機能訓練等を受けます。 

(介護予防)短期入所生活介護 

〔ショートステイ〕 

介護老人福祉施設等に短期間入所し、入浴・食事等の

日常生活上の世話や機能訓練等を受けます。 

(介護予防)短期入所療養介護 

〔ショートステイ〕 

介護老人保健施設や医療施設等に短期間入所し、医学

的管理の下での介護・機能訓練等を受けます。 

(介護予防) 

特定施設入居者生活介護 

指定を受けた有料老人ホームやケアハウス等に入居し、

ケアプランにもとづき日常生活上の世話や機能訓練等

を受けます。 

(介護予防) 

福祉用具貸与 

車いすや特殊ベッド等、日常生活の自立を助けるため

の指定された福祉用具を借りられます。 

(介護予防) 

特定福祉用具販売 

腰掛便座や入浴補助用具等、特定福祉用具の購入費の

支給を受けます。1 年間（4 月～翌年 3 月）の支給申

請上限額は 10 万円です。 

(介護予防) 

住宅改修費支給 

手すりの取り付け・段差の解消等、定められた種類の

小規模な住宅改修費用の支給を受けます。1 被保険者１

住宅の支給申請上限額は 20 万円です。 

居宅介護支援・介護予防支援 

〔ケアマネジメントサービス〕  

自宅等で介護サービスを適切に受けられるように、介

護支援専門員（ケアマネジャー）等が要介護・要支援

者の心身の状況や環境を考慮しながら本人や家族の希

望をもとに、サービスの種類・内容や回数を定めた「居

宅サービス計画」等を作成します。（自己負担はなし） 
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地域密着型サービス（原則、市民の方が利用できます） 

地域密着型通所介護 デイサービスセンター等に日帰りで通い、食事・入浴・

日常生活上の世話と機能訓練等を受けます。 

（利用定員 18 人以下） 

夜間対応型訪問介護 

※要介護の方のみ 

安心して居宅での生活ができるよう、夜間の定期的な

巡回訪問と通報による随時対応をあわせた訪問介護の

サービスを受けます。 

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 

※要介護の方のみ 

日中夜間を通じて定期巡回訪問と随時対応を組み合わ

せた訪問介護と訪問看護のサービスを受けます。 

(介護予防) 

認知症対応型通所介護 

〔認知症デイサービス〕 

認知機能が低下し、日常生活に支障が生じて介護を必

要とする方が、デイサービスセンター等に日帰りで通

い、食事・入浴の提供や日常動作訓練等を受けます。 

(介護予防) 

小規模多機能型居宅介護 

要介護者の心身の状況や希望に応じ、「通い」を中心に、

随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて、食事、入

浴、排せつ等、ニーズに合わせたサービスを受けます。 

看護小規模多機能型居宅介護 

※要介護の方のみ 

医療ニーズの高い利用者に、小規模多機能型居宅介護

と訪問看護のサービスを組み合わせ、ニーズに合わせ

たサービスを受けます。 

(介護予防) 

認知症対応型共同生活介護 

〔グループホーム〕 

※要支援 2 以上 

認知機能が低下し、日常生活に支障が生じて介護を必

要とする方が、少人数で落ち着いた雰囲気の中で共同

生活をおくることで認知症の進行を遅らせ、食事・入

浴・排せつ等日常生活上の世話や機能訓練等を受けま

す。 

地域密着型特定施設入居者生

活介護 

※要介護の方のみ 

指定を受けた、入居定員が 29 人以下の有料老人ホー

ムやケアハウス等に入居し、ケアプランにもとづき日

常生活上の世話や機能訓練等を受けます。 

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 

※原則要介護3以上の方のみ（一

定の要件のもと特例入所が可

能） 

食事や排せつ等に常時介護が必要で、自宅では介護が

困難な方が定員 29 人以下の特別養護老人ホームに入

所し、食事、入浴、排せつ等日常生活上の世話、機能

訓練、健康管理等を受けます。 
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施設サービス（要介護の方のみ利用できます） 

 介護老人福祉施設 

〔特別養護老人ホーム〕 

※原則要介護 3 以上の方のみ

（一定の要件のもと特例入所

が可能） 

食事や排せつ等に常時介護が必要で、自宅では介護が困

難な方が特別養護老人ホームに入所し、食事、入浴、排

せつ等日常生活上の世話、機能訓練、健康管理等を受け

ます。 

介護老人保健施設 病状が安定し自宅へ戻れるよう看護や介護のリハビリに

重点を置いたケアが必要な方が入所し、医学的管理下で

日常生活上の介護や機能訓練を受けます。 

介護療養型医療施設 病状が安定し長期の療養を必要とする方のために介護に

重点を置いた医療施設で、療養上の管理、看護等を受け

ます。 

※本市には介護療養型医療施設はありません。 

介護医療院 長期にわたり療養が必要である要介護者が入所し、療養

上の管理、看護、医学的管理下における介護及び機能訓

練、その他必要な医療や日常生活上の世話（介護）を受

けます。 
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